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第１節 大気環境 

１ 二酸化硫黄の現況と対策 

（１）現況 

二酸化硫黄については、県内の８市に設置

している 20 局の一般環境大気測定局で測定

しています。その結果によると、環境基準

の長期的評価である日平均値の年間２％除

外値は、0.001～0.010ppm であり、全測定局

で環境基準（0.04ppm）を達成しました。 

また、短期的評価である１時間値及び日平

均値でも、環境基準（１時間値 0.1ppm、日

平均値 0.04ppm）を達成しました。 

年平均値の濃度分布は図６、日平均値の

２％除外値の濃度分布は図７、年平均値の

経年変化は図８、環境基準の達成状況は表

21 のとおりです。 

年平均値については低濃度であり、経年的

に横ばいからさらにゆるやかな低下傾向を示

しており、全国の平均値よりも低く良好な状

態を維持しています。 
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図６ 二酸化硫黄の年平均値の濃度分布 

 

（日平均値の２％除外値）
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図７ 二酸化硫黄の日平均値の２％除外値の濃度分布 
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図８ 二酸化硫黄濃度（年平均）の経年変化 

 

表 21 二酸化硫黄の環境基準達成状況 

短期評価 長期評価
年度 測定局数

達成局数 非達成局数 達成率(%) 達成局数 非達成局数 達成率(%)

９ ２１ ２０ １ ９５．２ ２１ ０ １００

１０ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１１ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１２ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１３ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１４ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１５ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１６ ２１ ２１ ０ １００ ２１ ０ １００

１７ ２０ ２０ ０ １００ ２０ ０ １００

１８ ２０ ２０ ０ １００ ２０ ０ １００

１日平均値が0.04ppm以下であり、 １日平均値が0.04ppmを超える日数が
、 、環 境 基 準 かつ１時間値が0.1ppm以下であるこ 年間を通じて２％以内であり かつ

と。 １日平均値が0.04ppmを超える日が２
日以上連続しないこと。

 

（２）対策 

二酸化硫黄を含む硫黄酸化物の排出基準は、

Ｋ値規制と呼ばれ、各地域に定められている

Ｋの値を一定の計算式に代入して、各ばい煙

発生施設にその排出口の高さに応じて算出さ

れる一時間当たりの硫黄酸化物の排出量とし

て示されます。この量は、次式による計算に

よって求められます。 

ｑ＝Ｋ×10-３×He２ 

ｑ：硫黄酸化物の許容量(Ｎ㎥/時) 

Ｋ：地域ごとに定められる定数 

He：有効煙突高 

（煙突実高＋煙上昇高）(ｍ) 

本県におけるＫ値は表 22 のとおりです。 

表 22 本県におけるＫ値 

Ｋ値 地  域 

8.76 

秋田市（河辺及び雄和を除く） 

男鹿市（船越、脇本及び船川港に限る） 

潟上市、井川町 

17.5 その他の地域 

 

第２章 環境への負荷の少ない循環

を基調とした社会の構築



 - 40 -

２ 二酸化窒素の現況と対策 

（１）現況 

二酸化窒素については､県内の５市に設置

している 14 局の一般環境大気測定局及び５

市に設置している５局の自動車排出ガス測定

局で測定しています。環境基準の長期的評価

である日平均値の年間 98％値については、

一般環境大気測定局では 0.004～0.026ppm、

自動車排出ガス測定局では 0.018～0.033ppm

であり、全測定局で環境基準（0.06ppm 以

下）を達成しました。 

二酸化窒素の年平均値の濃度分布は図９、

日平均値の年間 98％値の濃度分布は図 10、

年平均値の経年変化は図 11、環境基準の達

成状況は表 22 のとおりです。 

年平均値については、近年はほぼ横ばいの

傾向が続いており、一般環境大気測定局及び

自動車排出ガス測定局とも全国の平均値より

も低く良好な状態を維持しています。 
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図９ 二酸化窒素の年平均値の濃度分布 
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図 10 二酸化窒素の日平均値の 98％値の濃度分布 
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図 11 二酸化窒素濃度の経年変化 

 

表 22 二酸化窒素の環境基準達成状況 

日平均値の９８％値
年度 測定局区分 測定局数

0.04ppm未満 0.04～0.06ppm 0.06ppm超過 達成率(%)

一般環境 １４ １４ ０ ０ １００
９

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １４ １４ ０ ０ １００
１０

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １４ １４ ０ ０ １００
１１

自 動 車 ５ ４ １ ０ １００

一般環境 １５ １５ ０ ０ １００
１２

自 動 車 ５ ４ １ ０ １００

一般環境 １５ １５ ０ ０ １００
１３

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １５ １５ ０ ０ １００
１４

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １５ １５ ０ ０ １００
１５

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １５ １５ ０ ０ １００
１６

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １４ １４ ０ ０ １００
１７

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

一般環境 １４ １４ ０ ０ １００
１８

自 動 車 ５ ５ ０ ０ １００

１日平均値の年間９８％値が0.04ppmから0.06ppmまでの
環 境 基 準

ゾーン内又はそれ以下であること

 

 

（２）対策 

工場・事業場（固定発生源）から排出され

る二酸化窒素を含む窒素酸化物の排出規制は、

大気汚染防止法によりばい煙発生施設の種類

及び規模ごとに排出基準で定められています。 

自動車から排出される窒素酸化物について

も、ガソリン・ＬＰＧ車に対して昭和 48 年

から規制が開始され、トラック、バス等に対

しても逐次規制が強化されてきており、今後

もディーゼル車を中心に窒素酸化物の低減等

が図られることとなっています。 
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３ 一酸化炭素の現況と対策 

（１）現況 

一酸化炭素については、県内の５市に設置

している５局の自動車排出ガス測定局で測定

しています。 

環境基準の長期的評価である日平均値の年

間２％除外値は、0.5～0.9ppm であり、全測

定局で環境基準（10ppm）を達成しました。 

一酸化炭素の年平均値の経年変化は図 12、

環境基準の達成状況は表 23 のとおりです。 

年平均値については低濃度であり、経年的

に横ばいからさらにゆるやかな低下傾向を示

しており、全国の平均値よりも低く良好な状

態を維持しています。 
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図 12 一酸化炭素濃度の経年変化 

 

表 23 一酸化炭素の環境基準達成状況 

短期評価 長期評価
年度 測定局数

達成局数 非達成局数 達成率(％) 達成局数 非達成局数 達成率(％)

９ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１０ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１１ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１２ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１３ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１４ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１５ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１６ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１７ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１８ ５ ５ ０ １００ ５ ０ １００

１日平均値が10ppm以下であり、か １日平均値が10ppmを超える日数が年

環 境 基 準 つ１時間値の８時間平均値が20ppm 間を通じて２％以内であり、かつ、

以下であること。 １日平均値が10ppmを超える日が２日

以上連続しないこと。

 

（２）対策 

自動車排出ガスに係る規制項目としては、

一酸化炭素は最も早く規制が開始され（昭和

41 年）、その後窒素酸化物と同様に逐次規

制が強化されています。 

４ 光化学オキシダントの現況と対策 

（１）現況 

光化学オキシダントについては、県内の３

市に設置している５局の一般環境大気測定局

で測定しています。各測定局の昼間（５～

20 時）の１時間値の最高値は 0.086～

0.096ppm であり、環境基準の 0.06ppm を超

過した日数は 22～65 日、超過時間数 121～

430 時間で、秋田県大気汚染緊急時措置マニ

ュアル（平成 15 年８月）に定めるオキシダ

ントに係る大気汚染注意報の発令基準

（0.12ppm）は下回っているものの、全測定

局で環境基準を達成しませんでした。 

平成 18 年度の月別の昼間の１時間値の最

高値は図 13 のとおりで、特に春季から夏季

にかけて環境基準を超える傾向がありますが、

これは移動性高気圧のため高層のオゾンが地

表に降下した自然的要因や大陸からのオキシ

ダントの移動などが考えられています。なお、

環境基準の達成状況の推移は表 24 のとおり

です。 
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表 24 光化学オキシダントの環境基準達成状況 

非達成局
年度 測定局数 達成局数

局 数 超過日数（日） 超過時間数（時間）

９ ４ ０ ４ ３４～ ７２ １６４～３９３

１０ ４ ０ ４ ３１～ ７４ １２９～６４５

１１ ４ ０ ４ ４６～ ６６ ２６６～４４０

１２ ５ ０ ５ ４～１１２ １５～６６７

１３ ５ ０ ５ ３７～ ５４ ２２９～３６４

１４ ５ ０ ５ ２２～ ４１ １２３～２４２

１５ ５ ０ ５ ５５～ ７０ ３０７～４０９

１６ ５ ０ ５ ４１～ ５８ ２２３～３５１

１７ ５ ０ ５ ２６～ ５９ １５９～４０１

１８ ５ ０ ５ ２２～ ６５ １２１～４３０

環 境 基 準 １時間値が０．０６ppm以下であること。

 

図 13 光化学オキシダントの１時間値（昼間）最高

値の月別変化 
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（２）対策 

国では、光化学大気汚染を防止するため、

昭和 48 年５月に「光化学オキシダントに係

る環境基準」を設定するとともに、光化学オ

キシダントの主な生成原因となる、工場・事

業場や自動車から排出される窒素酸化物や自

動車から排出される炭化水素についても逐次

規制を強化してきています。 

また、本県では、「大気汚染緊急時措置マ

ニュアル」により、光化学オキシダントの濃

度と気象条件に応じて注意報または警報を発

令して発生源対策と住民に対する保護対策を

実施することとしています。 

 

５ 浮遊粒子状物質の現況と対策 

（１）現況 

浮遊粒子状物質については、茨島自動車排

出ガス測定局を除く全大気測定局で測定して

います。 

環境基準の長期的評価である日平均値の年

間２％除外値は、一般環境大気測定局では

0.023～0.044mg/㎥、自動車排出ガス測定局

では 0.032～0.047mg/㎥であり、全測定局で

環境基準の 0.10mg/㎥を下回りました。 

短期的評価では、自動車排出ガス測定局の

うち大館局で 12 月に１時間値が環境基準を

超過しましたが、その他の測定局では環境基

準を達成しています。 

年平均値の濃度分布は図 14、日平均値の

２％除外値の濃度分布は図 15、年平均値の

経年変化は図 16、環境基準の達成状況は表

25 のとおりであり、年平均値については、

近年はほぼ横ばいの傾向にあります。 
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図 14 浮遊粒子状物質の年平均値の濃度分布 
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図 15 浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値の

濃度分布 
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図 16 浮遊粒子状物質濃度の経年変化 

 

表 25 浮遊粒子状物質の環境基準達成状況 

短期評価 長期評価
年度 測定局数

達成局数 非達成局数 達成率(%) 達成局数 非達成局数 達成率(%)

９ ２２ １４ ８ ６３．６ ２２ ０ １００

１０ ２３ １８ ５ ７８．３ ２３ ０ １００

１１ ２３ １７ ６ ７３．９ ２３ ０ １００

１２ ２５ １３ １２ ５２．０ ２５ ０ １００

１３ ２５ ０ ２５ ０．０ ２５ ０ １００

１４ ２６ ２ ２４ ７．７ ７ １９ ２６．９

１５ ２６ ２４ ２ ９２．３ ２６ ０ １００

１６ ２６ ２４ ２ ９２．３ ２６ ０ １００

１７ ２５ ２１ ４ ８４．０ ２５ ０ １００

１８ ２５ ２４ １ ９６．０ ２５ ０ １００

１日平均値が0.1mg/ 以下であり、 １日平均値が0.1mg/ を超える日数â â
かつ１時間値が0.2mg/ 以下である が年間を通じて２％以内であり、かâ

環 境 基 準 こと。 つ、１日平均値が0.1mg/ を超えるâ
日が２日以上連続しないこと。

 

 

（２）対策 

大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と

「浮遊粉じん」に大別されます。また浮遊粉

じん中の粒径 10 ミクロン以下のものは「浮

遊粒子状物質」として環境基準が設定されて

います。 

① ばいじん・粉じんに係る工場等の検査指

導 

工場又は事業場における事業活動に伴って
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発生するものについては、大気汚染防止法に

基づき、燃料その他の物の燃焼又は熱源とし

ての電気の使用に伴い発生する物質を｢ばい

じん｣とし、物の破砕、選別その他の機械的

処理又は堆積に伴い発生し、又は、飛散する

物質を「粉じん」として規制しています。 

「ばいじん」については、大気汚染防止法

のばい煙発生施設及び県公害防止条例の指定

ばい煙発生施設の種類、規模ごとに排出基準

が定められています。 

県では、ばいじんの排出基準の適合状況を

把握するため、煙道排ガス濃度の測定や自主

検査実施の指導、不適合施設等に対する改善

指導及び粉じん発生施設の適正な使用及び管

理について指導を行っています。 

「粉じん」については、一般粉じんと特定

粉じんが指定されています。 

一般粉じんについては、鉱物、岩石等の堆

積場、コンベア等の粉じん発生施設の構造、

使用及び管理に関する基準が定められていま

す。 

特定粉じんとしては、石綿（アスベスト）

が指定されています。特定紛じん発生施設と

しては、石綿を含有する製品の製造の用に供

する施設のうち、切断機等９施設が指定され

ており、規制が適用されていますが、県内に

は該当する施設はありません。 

平成９年４月には大気汚染防止法の一部改

正を受け、特定粉じん排出等作業の届出が義

務付けられ、吹付け石綿を 50 ㎡以上使用し

ている延べ面積が 500 ㎡以上の耐火建築物

等を解体、改造、補修する場合、石綿除去等

の作業についての作業基準が設定されました。 

平成 18 年３月には、特定粉じん排出等作

業に吹付け石綿に加え、石綿を含有する断熱

材・保温材・耐火被覆材を使用している建築

物の解体・改造・補修も届出対象となったほ

か、規模・面積の要件が撤廃され、さらに同

年 10 月には建築物のほか、工作物も届出対

象となっています。 

届出の状況は表 29 のとおりです。 

 

表 29 大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等

作業の実施の届出数 

　      年度
届出先

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

大館 0 0 0 1 2 1 0 0 9 12

鷹巣 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2

能代 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5

秋田中央 0 0 2 0 1 1 0 0 17 7

由利本荘 0 0 0 0 0 0 1 0 9 12

大仙 0 0 0 0 0 1 2 1 9 8

横手 0 0 0 1 1 3 2 0 6 11

湯沢 0 0 0 0 1 0 0 0 7 11

秋田市
（中核市）

3 6 8 2 8 2 10 8 33 37

合計 3 6 10 4 13 9 17 10 97 105  
 

② 稲わら燃焼禁止の指導と啓発 

稲わらは、かつて堆肥や家畜の飼料などに

利用されていましたが、昭和 40 年代半ば頃

から農家の出稼ぎ、兼業の増加、農業経営の

機械化、省力化などにより、稲の収穫期に燃

焼されるようになりました。このことにより、

稲わらスモッグが発生し、生活環境の悪化や

視界不良による交通事故の発生など多くの問

題を引き起こしました。 

このため、県は昭和 46 年 10 月に「稲わら

スモッグ注意報発令要綱」を制定し、市町村、

報道機関等を通じて住民への周知や予防対策

の指導、農家への燃焼禁止の呼びかけを行う

とともに、稲わらの堆肥利用などの地力増強

対策を進めてきました。 

さらに、昭和 49 年３月に秋田県公害防止

条例に「屋外燃焼行為の規制」を盛り込み、

稲わらの燃焼禁止期間（10 月１日～11 月 10

日）を設け、違反者に対する勧告、公表の措

置等を制定しました。 

また、毎年秋には「稲わら等燃焼禁止監視

指導マニュアル」（昭和 62 年９月制定）に

基づき、ＪＡ等関係機関及び市町村との連携

を図り、稲わら燃焼禁止の啓発活動、監視指

導を行っています。 

特に、浮遊粒子状物質濃度が 0.2mg/m3 以

上となり視界不良となる場合などには地域住
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民に注意を促すため、スモッグ注意報を発令

し、周知することとしています。 

一連の防止対策の実施により、稲わらの燃

焼は減少の傾向にありますが、ここ数年、喘

息等の健康被害への懸念から秋田市や県南部

を中心として苦情件数の増加が見られます。 

このため、県では平成 16 年度末から関係

機関による対策会議を立ち上げ、対策の重点

地域を定め、リーフレットの配布や広報用カ

セットテープを用いたパトロールを実施して

います。 

平成 17 年度以降、こうした稲わら焼き防

止のＰＲの取り組みの効果により、住民の意

識がより一層高まったことを反映して苦情が

顕著な増加を見せています。 

なお、稲わらスモッグ注意報は昭和 60 年

度以降発令されていません。 

稲わら等の燃焼に関する苦情・勧告・スモ

ッグ注意報の発令等の状況は表 30 のとおり

です。 

 

表 30 苦情・勧告件数・稲わらスモッグ注意報発

令等状況 

年 度 ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

苦 情 件 数 １５ １４ １４ ２２ １５ ３９ ４７ ４９ ６０ １２９ １０６

勧 告 件 数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０

７３ ８２ ７０ ７６ ７３ ８７ ７９ ９２ １３９ ２０２ １９８巡 回 指導 日 数

稲わらスモッグ
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

注意報発令件数

 

 

 

稲わら焼却防止リーフレット 

 

６ その他の大気環境 

（１）炭化水素 

炭化水素については、秋田市及び男鹿市に

設置している２局の一般環境大気測定局で非

メタン炭化水素、メタン炭化水素及び全炭化

水素の濃度の測定を実施しています。 

特に非メタン炭化水素については、昭和

51 年８月に中央公害対策審議会から｢光化学

オキシダントの生成防止のための大気中炭化

水素濃度の指針について｣が答申され、午前

６時から午前９時までの３時間平均値が

0.20～0.31ppmＣの範囲内又はそれ以下であ

ることとされています。この指針値と比較す

ると、３時間平均値が 0.20ppmＣを超えた日

数は３～６日、0.31ppmＣを超えた日数は０

～１日であり、３時間平均値の年平均値は

0.08～0.09ppmＣです。 

また、メタンの３時間平均値の年平均値は

1.86～1.87ppmＣで、全炭化水素の３時間平

均値の年平均値は 1.94～1.95ppmＣです。 

非メタン炭化水素の３時間平均値の年平均

値及び指針値超過日数の経年変化は図 17 の

とおりです。 
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図 17 非メタン炭化水素の３時間平均値及び指針値 

超過日数の経年変化 

 

（２）酸性雨 

酸性雨とは、pH（水素イオン濃度指数）

5.6 以下の酸性を呈する雨で、工場・事業場

や自動車等から排出された硫黄酸化物や窒素

酸化物等の汚染物質が大気中で酸化され、水

に溶けやすい物質となり、雨滴の生成過程や

降水の途中で取り込まれて降り注ぐ現象です。 

県内では、平成２年から一週間ごとの降

雨・雪の pH のモニタリング調査を実施して

います。 

平成 18 年度の調査結果は、図 18 のとおり

であり、降雨期(４～12 月)の pH は全県平均

4.8（4.7～4.9)、降雪期（１～３月）の pH

は全県平均 4.8（4.7～4.9）でした。 

酸性雨は全県で観測されていますが、これ

による樹木等への被害は報告されていません。 

全ての地点における降雨・降雪の pH の平

均値の経年変化は図 19 のとおりであり、近

年はほぼ横ばいの傾向が続いています。 

また、各地点の pH の月別の観測結果は図

20 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 県内３地点の降雨・雪中の pH 調査結果 

（平成 18 年度） 
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図 19 酸性雨の経年変化（全測定地点の平均値） 
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図 20 pH（月平均）の月別変化 

（平成 18 年度） 
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７ 大気汚染の防止対策 

（１）常時監視体制の整備及び緊急時の措置 

① 環境監視テレメータシステムの整備 

県内の大気汚染の状況を把握するため、昭

和 45 年度から測定局を設置し監視体制を整

備してきています。 

平成 18 年度末現在における測定局の設置

状況は、一般環境大気測定局 21 局（うち 11

局は大気汚染防止法第 31 条で事務が移譲さ

れている秋田市で設置）、自動車排出ガス測

定局が５局（うち１局は秋田市で設置）の計

26 局を設置し、全局でテレメータシステム

による常時監視を行っています。 

 

表 31 設置主体別測定局数 

（平成 19 年３月末現在） 

秋田地区 能代地区 その他 合 計

設置主体 環 自 環 自 環 自 環 自 合
境 排 境 排 境 排 境 排
局 局 局 局 局 局 局 局 計

秋田県 ３ ３ １ ４ ３ １０ ４ １４

秋田市 １１ １ １１ １ １２

合 計 １５ ４ ７ ２１ ５ ２６

※自排局→自動車排出ガス測定局

 

 
② 発生源工場等の常時監視 

県内の主要発生源工場を対象に、公害防止

協定等に基づき発生源測定局（工場局）を次

のとおり設置し、テレメータシステムによっ

てばい煙の排出状況などを常時監視していま

す。 

 

表 32 工場・事業場常時監視項目 

濃
度

排
出
量

濃
度

排
出
量

東北電力（株）
秋田火力発電所

○(4) ◎(4) ○(4) ◎(4) ○(4) ○(4) ◎(4) ○ ○

  日本大昭和
  板紙東北（株）

○(3) ○(3) ○(1) ○ ○

東北電力（株）
能代火力発電所

○(2) ◎(2) ○(2) ◎(2) ○ ○ ○

秋田精錬（株）
飯島製錬所

○(2) ○

第一製薬（株）
秋田工場

○(1) ○(1) ○ ○ ○ ○

設置工場

秋
田
県

秋
田
市

ＣＯＤ

大気関係

ｐＨ

設置
主体 水

温

排
水
量

水質関係

ＳＯx ＮＯx
発
電
量

排
ガ
ス
量

煙
道
中
S
分

 
注 １ （ ）内数字は、設置個所数．

２．◎は、排ガス量と濃度から計算

 

 

 

表 33 大気測定局及び測定機器設置状況 

（平成 19 年３月末現在） 

二 浮 窒 一 光 炭 風
区 設置主体 番号 測定局 酸 遊 素 酸 化オ 化 向
分 化 粒 酸 化 学キ 水 ・

硫 子 化 炭 シ 素 風
黄 状 物 素 ダ 速

物 ン
質 ト

１ 大 館 ○ ○ ○

２ 能代西 ○ ○ ○ ○ ○

３ 浅 内 ○ ○ ○ ○

４ 桧 山 ○ ○ ○ ○

一 ５ 昭 和 ○ ○ ○ ○
秋 田 県

６ 船 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○
般

７ 船 越 ○ ○ ○ ○ ○

環 ８ 本 荘 ○ ○ ○

９ 大 曲 ○ ○ ○ ○
境

１０ 横 手 ○ ○ ○

大 １１ 山 王 ○ ○ ○ ○

１２ 土 崎 ○ ○ ○ ○
気

１３ 新 屋 ○ ○ ○ ○

測 １４ 上新城 ○ ○ ○

１５ 太 平 ○ ○ ○
定

秋 田 市 １６ 添 川 ○ ○ ○

局 １７ 堀 川 ○ ○ ○ ○

１８ 将軍野 ○ ○ ○ ○ ○ ○

１９ 茨 島 ○ ○ ○

２０ 仁井田 ○ ○ ○ ○

２１ 広 面 ○ ○ ○ ○

自 ２２ 鹿 角 ○ ○ ○
動
車 ２３ 大館自 ○ ○ ○
排 秋 田 県
出 ２４ 能 代 ○ ○ ○
ガ
ス ２５ 横手自 ○ ○ ○
測
定 秋 田 市 ２６ 茨島自 ○ ○
局
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県 ○ １０

秋田市 □ １１

県 ● ４

秋田市 ■ １
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一般環境大気測定局

自動車排出ガス測定局

 

図 21 大気測定局配置図 
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③ 大気汚染緊急時の措置 

大気汚染防止法に定める緊急時の措置等の

規定に基づき、県では昭和 59 年２月に｢大

気汚染緊急時措置要領｣（平成 15 年８月か

らは「大気汚染緊急時措置マニュアル」）を

定め、硫黄酸化物、光化学オキシダント、浮

遊粒子状物質、二酸化窒素及び一酸化炭素に

よる大気汚染の緊急時に対処することとして

います。 

同マニュアルは、これら５物質に係る緊急

時の発令区分を注意報、警報の２段階とし、

知事がとるべき措置を規定しています。 

なお、本県では同要領制定後、大気汚染物

質濃度が緊急時発令基準に至る事態は発生し

ていません。 

 

（２）ばい煙発生施設等の届出 

大気汚染防止法及び秋田県公害防止条例に

基づく届出総施設は 4,262 施設で、うち大

気汚染防止法の対象となる施設が 3,363 施

設、県公害防止条例の対象となる施設が

1,858 施設、大気汚染防止法及び県公害防止

条例のいずれにも対象となる施設が 959 施

設です。 

これを種類別に見ると、ボイラーがばい煙

発生施設では約３／４を、指定ばい煙発生施

設ではほぼ全てを占め、粉じん発生施設につ

いてはベルトコンベアが約半数、指定粉じん

発生施設についてはチップ製造施設等が約３

／４を占めています。 

 

（３）工場・事業場の立入検査及び指導 

大気汚染防止法及び県公害防止条例に基づ

き届出のあった 1,981 工場・事業場、4,262

施設（秋田市を含む）のうち、ばい煙及び粉

じんの排出状況の把握、管理状況の確認等の

ため、170 工場・事業場の 315 施設について

立入検査を実施しました。（表 34） 

立入検査のうち、ばい煙発生施設について

は、36 施設の 49 項目について分析検査を併

せて実施しました。その結果は表 35 のとお

りであり、平成 18 年度に排出基準違反によ

り指導対象となった事業所は２箇所ありまし

た。 

 

表 34 平成 18 年度工場・事業場立入検査実施数 

区 分 工場・事業場数 施設数 

ばい煙発生施設 １６３ ３００ 

粉じん発生施設  ７ １５ 

合  計 １７０ ３１５ 

 

表 35 ばい煙発生施設の立入検査結果及び指導内容 

区 分 施 設 数 検 体 数

立 入 検 査 実 施 ３００ －

分 析 検 査 実 施 ３６（２） ３１（２）

立

入 分 硫 黄 酸 化 物 － ６（０）

検

査 析 ば い じ ん － １６（２）

の

う 項 有 窒素酸化物 － ９（０）

ち 害

分 目 物 そ の 他 － １８（０）

析 質

検

査 指 導 対 象 の 割 合 ５．６ ％ ６．５ ％

を

１実 指 ば い 煙 発 生 施 設 の

施 使 用 方 法 の 改 善

し 導

なした 処理施設の設置・改良

も 内

の

１容 処理施設の維持管理の

強 化 、 方 法 の 改 善

（注）１ （ ）内は指導対象件数を示します。

２ 有害物質のその他は、塩化水素、鉛及びカドミウムです。

３ 指導対象の割合は、指導対象件数／分析検査実施数×100（％）で計算しています。

 

 

 

（４）有害物質対策 

大気汚染防止法では、ばい煙発生施設から

発生する有害物質として、窒素酸化物のほか

に、 

・カドミウム及びその化合物 

・塩素及び塩化水素 

・弗素､弗化水素及び弗化珪素 

・鉛及びその化合物 

を規制しています。 

上記の有害物質に係る排出基準は、有害物

質の種類ごとに限られた種類のばい煙発生施

設に対して設定されています。 

さらに、県では、秋田市（河辺及び雄和を

除く）の金属製錬用溶解炉等に関してカドミ
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ウム及びその化合物並びに鉛及びその化合物

について、弗酸製造用凝縮施設等に関しては

弗素、弗化水素及び弗化珪素についてそれぞ

れ公害防止条例で法律の排出基準より厳しい

上乗せ基準を設定しています。 

 

（５）有害大気汚染物質対策 

平成８年５月の大気汚染防止法の一部改正

により、発がん等人の健康に悪影響を及ぼす

恐れのある物質のうち、健康リスクの高いと

考えられるベンゼン等優先取組物質 22 物質

の大気汚染の状況を把握することが義務づけ

られました。 

これを受け、県内では平成９年度からベン

ゼン等の９物質のモニタリング調査を開始し、

平成 12 年度から重金属類（Hg、Ni、As、Be、

Mn、Cr）を追加して調査を行っています。 

このうち、環境基準または指針値が定めら

れているベンゼン等 11 物質については、秋

田市の調査結果を含め、表 36 のとおり基準

等を超える値は検出されませんでした。 

 

表 36 有害大気汚染物質の調査結果 

ベンゼン 1.1 0.86 0.56 0.9 1.4 3

トリクロロ
エチレン

0.11 0.036 0.029 0.05 0.07 200

テトラクロ
ロエチレン

0.035 0.042 0.034 0.06 － 200

ジクロロ
メタン

0.46 0.42 0.26 0.42 0.91 150

アクリロ
ニトリル

<0.015 <0.015 <0.015 － － 2

塩化ビニル
モノマー

0.010 0.009 0.012 － － 10

クロロ
ホルム

0.077 0.074 0.076 － － 18

1,2-ジクロ
ロエタン

0.010 0.009 0.012 － － 1.6

1,3-ブタジ
エン

0.13 0.093 0.023 － － 2.5

水銀及び
その化合物

1.6 2.1 1.7 － － 40

ニッケル
化合物

3.2 3.2 2.1 － － 25

横手自排局 大館局 船川局測定地点

※大気環境基準等は、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンにつ
いては大気環境基準値、その他は大気環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るため
の指針となる数値（指針値）

測
　
　
定
　
　
物
　
　
質

単位：

μｇ／ｍ3

単位：

ｎｇ／ｍ3

将軍野局
（秋田市）

茨島局
（秋田市）

大気環境
基準等※
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第２節 水環境 

１ 水質汚濁の現況 

（１）公共用水域の水質 

平成 18 年度は、県内の 128 水域 184 地点

の公共用水域において、水質汚濁に関する環

境基準等が定められている 18,062 項目につ

いて、水質調査を行いました。 

表 37 には、平成 18年度に実施した県内の

水域区分毎の水質調査地点数等を示しました。

河川については 82河川 98 水域 119 地点を対

象に延べ 10,989 項目、湖沼については 17湖

沼 17 水域 37 地点を対象に延べ 3,468 項目、

海域については海域 13水域 28 地点を対象に

延べ 3,605 項目の水質を調査しました。 

 

表 37 平成 18 年度県内の水域区分毎の水質測定地

点数及び調査項目数 

水域区分
類型

指定数
調査

水域数
調査

地点数
延べ調査
項目数

河川 394 98  (92) 119  (107) 10,989  (10,581)

湖沼 44 17  (12) 37  (16) 3,468  (1,463)

海域 13 13  (13) 28  (21) 3,605  (3,241)

合計 451 128  (117) 184  (144) 18,062  (13,985)
注：表中（）内は、調査地点のうち、評価対象である環境基準点に係る数値である  

 

① 健康項目 

人の健康の保護に関する項目として、カド

ミウム等の重金属や有機塩素化合物を含む

26 項目について、全ての公共用水域に一律

の環境基準値が定められています。 

これらについて、河川 96 地点、湖沼 18地

点及び海域 22 地点の計 136 地点で水質調査

を行いました。調査の結果、高松川の須川橋

で鉛が 0.012 mg/L（環境基準値：0.01 mg/L

以下）、玉川ダムのダムサイトで鉛が 0.019 

mg/L（環境基準値：0.01 mg/L 以下）と環境

基準値を超過していましたが、その他の調査

地点ではすべての項目が環境基準値を下回っ

ていました。 

 

 

 

 

② 生活環境項目 

生活環境の保全に関する項目として生物化

学的酸素要求量（BOD）や浮遊物質量（SS）、

水素イオン濃度（pH）等８項目が定められて

おり、各水域の利水目的に合わせて類型あて

はめがなされており、類型毎に環境基準値が

定められています。環境基準点が設けられて

いる水域について、代表的な水質汚濁指標で

ある BOD・COD の環境基準達成状況は、表 38

のとおりです。 

 

表 38 県内の水域区分毎の BOD 又は COD の環境基準

達成状況 

水域区分
評価対象
水域数

達成水域数 達成率 （％）

河川 92  (92) 88  (90) 95.7  (97.8)

湖沼 12  (12) 5  (5) 41.7  (41.7)

海域 13  (13) 13  (13) 100  (100)

合計 117  (117) 106  (108) 90.6  (92.3)
注：表中（）内は、平成１７年度の調査結果である。  

 

ア 河川 

環境基準の類型あてはめがなされている河

川のうち、環境基準点が設けられている 76

河川、92 水域について、河川の代表的な水

質汚濁指標である BOD の環境基準達成率は全

体で 95.7％でした。 

平成 18 年度に BOD の環境基準を達成して

いない水域は、八郎湖流入河川である小深見

川、糸流川、馬踏川、井川（A 類型）の４河

川でした。主要河川の BOD の経年変化は、図

22のとおりであり、概ね横ばい傾向です。 

 

イ 湖沼 

平成 18 年度は、十和田湖等の天然湖沼、

森吉ダム湖等の人工湖の計 17 湖沼で、健康

項目及び生活環境項目等について、水質調査

を行いました。その結果、環境基準点が設け

られている 12 湖沼について、代表的な水質

汚濁指標である COD の達成率は 41.7％でし

た。 
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図 22 県内主要河川の BOD 経年変化 

 

（三大湖沼） 

Ａ 八郎湖 

八郎湖は、秋田市の北方約 20 ㎞に位置し、

かつて我が国第２位の面積をもつ汽水海跡湖

の八郎潟を干拓した際に残った水面で、東西

両承水路と調整池からなる面積 47.3km2、平

均水深 2.8m の淡水湖です。八郎湖にはおよ

そ 20 の中小河川が流入しており、湖水は主

に干拓地の農業用水として循環利用されてい

るほか、内水面漁業、釣りなどの親水域等に

利用されています。 

八郎湖には湖沼の水質環境基準の A類型が

当てはめられており、環境基準点の野石橋地

点、大潟橋地点及び湖心における平成 18 年

度の COD（75％値）はそれぞれ 12、9.1、10 

mg/L といずれの地点も環境基準値の３mg/L

を達成できていません。これら３地点の COD

（75％値）の経年変化は図 23 に示したとお

りで、野石橋地点では昭和 60 年度頃から、

大潟橋地点及び湖心でも平成４年度頃から漸

増しており、長期的傾向を見ると湖全体の水

質汚濁が進行している状態にあります。 

気温が高い夏季から秋季にかけて COD の増

加が見られますが、その要因は主にアオコな

どの発生によるもので、特に野石橋地点のあ

る西部承水路では、この影響を強く受けて

COD の増加傾向が顕著なものとなっています。

平成 18 年の夏にはアオコが大量発生してお

り、近年は夏から秋にかけてのアオコの発生

が常態化しています。アオコは主に湖水の窒

素やリン等を栄養として増殖しますが、環境

基準点における全窒素（Ｔ－Ｎ）及び全リン

（Ｔ－Ｐ）の経年変化は図 24及び図 25 に示

すとおりで、年度により数値の変動は見られ

るものの湖心及び東部承水路では横ばい、西

部承水路では長期的には緩やかな増加傾向が

みられます。 

 

 

広範囲にアオコが発生 

（H18 年 8 月 馬場目川河口付近上空から撮影） 

 

八郎湖に流入している主要河川の水質は、

図 26、27、28 に見られるように BOD（75％

値）は漸減傾向にありますが、窒素、リンは

増加ないしは横ばい傾向にあります。河川か

ら流入する汚濁負荷をさらに削減するため、

流域の排水対策を強化する必要があります。

このほか、流域からの農業排水による汚濁負

荷や干拓地内の自然湧出水中の高濃度リンも

水質汚濁の一因となっています。 
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図 23 八郎湖の COD75％値の経年変化 
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図 24 八郎湖の全窒素の経年変化（表層） 
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図 25 八郎湖の全リンの経年変化（表層） 
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図 26 八郎湖流入主要河川の BOD75％値の経年変化 
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図 27 八郎湖流入主要河川の全窒素の経年変化 
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図 28 八郎湖流入主要河川の全リンの経年変化 

 

 

八郎湖 

 

Ｂ 十和田湖 

十和田湖は、十和田八幡平国立公園のシン

ボル的存在で、青森県との県境に位置し、面

積 61.0km2、湖面標高 400m、最大水深 327m

のカルデラ湖です。年間を通じて湖に流入す

る河川は、宇樽部川(青森県)や神田川等数え

るほどしかなく、湖の水位を確保し奥入瀬川

下流域（青森県）のかんがい用水として供給

する等の目的で湖の流域外の河川水を一時的



 - 53 -

に導水しています。 

十和田湖には湖沼の水質環境基準のうち最

も厳しい AA 類型があてはめられています。

環境基準点の子ノ口（ネノクチ）地点及び湖

心での COD（75％値）は、いずれも 1.3 mg/L

と、環境基準値（1 mg/L 以下）を超過して

います。COD 及び透明度の経年変化は、図 29、

30 のとおりです。 

十和田湖は、長期的に水質環境基準を達成

できない状況にあり、平成 16 年度には COD

が 1.9mg/L、透明度が 9.2ｍと過去最低レベ

ルとなりましたが、青森県と共同で平成 13

年８月に行政、関係機関、事業者及び住民が

実践すべき取り組みについて策定した「十和

田湖水質・生態系改善行動指針」に基づいて、

青森県及び関係機関と連携し、水質・生態系

改善のための各種取り組みをより一層推進し、

水質の改善に努めていくこととしており、下

水道への接続促進の啓発等の施策の実施によ

り、水質は改善する傾向がみられます。 
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図 29 十和田湖の COD75％値の経年変化 
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図 30 十和田湖(湖心)の透明度の経年変化 

 

Ｃ 田沢湖 

田沢湖は、県央部奥羽山脈沿いに位置し、

湖面標高 249m、面積 25.8km2、我が国第一の

最大水深 423m を持つカルデラ湖です。田沢

湖の流域は狭く、湖に流入する河川はほとん

どありませんが、発電用水やかんがい用水確

保のため近隣の玉川及び先達川の河川水を導

水しています。このうち玉川は、上流部にあ

る極めて pH の低い（1.1～1.2）源泉のため

酸性河川となっており、これを田沢湖に導入

したことにより、湖の pH が 4.2（昭和 45 年

頃）程度となり、ほとんど魚が生息しない酸

性湖沼となってしまいました。 

しかし、玉川ダムの付属施設として建設さ

れた中和処理施設が平成元年 10 月に完成し、

以来玉川酸性水の中和処理事業が実施されて

います。平成 18年度の pH は湖心で 5.2 とな

っており、湖岸の小河川ではウグイや鯉等の

魚類も見られるようになっています。田沢湖

湖心における pHの経年変化は、図 31 に示し

たとおり中和処理開始から徐々に改善してき

ていました。平成 14 年度以降、玉川の源泉

（大噴）の酸度の上昇により、pH が一時低

下していたものの、源泉酸度の低下や中和処

理の徹底などにより、平成 18 年度には、改

善の傾向を示しています。 

田沢湖には湖沼の水質環境基準の AA 類型

があてはめられていますが、環境基準点であ

る春山地点及び湖心での平成 18 年度の COD

（75％値）は、いずれも 0.5 mg/L 未満と、

環境基準値（1 mg/L 以下）を下回っていま

した。 

COD は平成６年度までは 0.5 mg/L 程度と

低い濃度でしたが、それ以降は 0.5  mg/L を

超えることもあり、平成 12 年度に環境基準

値を超過しましたが、平成 13 年度以降は、

基準超過はありません。田沢湖の COD の主な

供給源は玉川や先達川からの導水と考えられ

ることから、pH の回復と COD の関係とを今

後も注視していく必要があります。 
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 図 31 田沢湖(湖心)の pH の経年変化 
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図 32 田沢湖(湖心・深度別)の pH 経年変化 
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図 34 田沢湖(湖心)の透明度の経年変化 

 

（その他の天然・人工湖沼） 

森吉ダムや二ノ目潟等、環境基準の類型を

あてはめている９湖沼のうち、鎧畑ダム等４

湖沼のみ COD の環境基準を達成していました。 

中小規模の天然湖沼は、流域面積も小さく

流入河川が無いか、もしあっても水量が少な

いことから、湖水の水交換も行われにくく富

栄養化が進みやすい傾向にあります。 

 

ウ 海域 

沿岸海域及び港湾を 13 水域に区分し、そ

れぞれに環境基準の類型あてはめをしていま

す。この水域内の 28 地点で健康項目及び生

活環境項目等について測定を行いました。こ

の結果、すべての地点で健康項目及び COD の

環境基準を達成していました。 

 

③ その他の項目 

 環境基準値が定められている健康項目や生

活環境項目に加え、国が要監視項目として定

めた重金属のニッケル、アンチモン等や水質

の富栄養化関連項目であるクロロフィル a等

についても、河川で 110 地点、湖沼で 37 地

点、海域で 27 地点において調査を行いまし

た。 

この結果、銅や亜鉛について、休廃止鉱山

や鉱山関連施設がある地域の河川が、他地域

の河川に比較してやや濃度が高い傾向でした。 
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（２）地下水の水質 

県内全域の井戸から、それぞれの地域を代

表するような井戸を毎年選定して地下水質の

概況調査を行っているほか、この調査が開始

された平成元年度から 17 年度までの間に地

下水質の汚染が確認された井戸及びその周辺

井戸について定期モニタリング調査を行って

います。 

 

① 概況調査 

県内の 53 地域 60 地点の井戸から地下水

を採取して、環境基準値が定められている

26 項目のうち PCB 及びアルキル水銀を除く

24項目について調査を行いました。 

この結果、１地点で鉛及び 1,1,2-トリク

ロロエタン、１地点で砒素、１地点で硝酸性

窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準値を超えま

した。 

 

② 汚染井戸周辺地区調査 

概況調査において鉛及び 1,1,2-トリクロ

ロエタンが環境基準を超過した井戸及び周囲

12 地点の井戸で調査を行ったところ、鉛、

1,1,2-トリクロロエタンともすべての地点で

環境基準値を下回りました。この調査地点の

周囲に汚染源となり得る工場又は事業場等は

見当たらないことなどから、今後も監視して

いくこととしています。 

砒素の環境基準を超過した井戸及び周囲２

地点の井戸で調査を行ったところ、すべての

井戸で環境基準値を下回っており、自然由来

によるものと考えられます。 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準値

を超過した井戸については周辺に井戸がなく、

今後継続して調査することとしています。 

なお、ほう素の環境基準値の 1/2 を超える

値が検出された井戸を再調査したところ、環

境基準値の 1/2 を下回っており、自然由来に

よるものと考えられます。 

このほか、事業者からの報告により環境基

準を超過していることが判明した井戸及びそ

の周辺４地区 19 地点を調査したところ、３

地点でテトラクロロエチレンが環境基準を超

過しており、うち２地区は 1,1,2-トリクロ

ロエタンも環境基準を超過していたため、今

後継続して調査することとしています。 

 

③ 定期モニタリング調査 

これまでの調査で汚染が確認された 14 地

区 33 地点について、汚染井戸及びその周辺

井戸を対象に継続して汚染物質の監視を実施

しています。 

この結果、６地区 11 地点ではいずれの井

戸も汚染物質は環境基準値以下でした。他の

８地区 22 地点のうち、10 地点では当該汚染

物質が環境基準を超えておりますが、他の

12 地点では汚染物質は検出されていません。 

 

（３）水浴場の水質 

県内の 16 水浴場(年間の延べ利用客数が概

ね１万人以上の 15 海水浴場及び同５千人以

上の１湖水浴場）について、水浴場の開設前

と開設中の２回、水質調査を実施しました。 

この結果、全ての水浴場が開設前及び開設

中とも水浴場として適当とされる水質でした。

開設前における水質判定の内訳は、水質が特

に良好な水浴場である AA 区分が 12 水浴場、

水質が良好である A区分が４水浴場でした。

開設中では AA が９水浴場、A が７水浴場で

した。 

また、病原性大腸菌 O-157 についても開設

前と開設中に調査しましたが、全ての水浴場

でいずれの時期とも不検出でした。 
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岩館海水浴場

５．２万人：水質AA

２．能代海水浴場(０．７万人）

①水質Ａ ②水質ＡＡ

３．釜谷浜海水浴場 （１３．０万人、「快水浴場百選」）

①水質AA ②水質AA

４．宮沢海水浴場 （４．９万人、「快水浴場百選」）

①水質AA ②水質AA

１６．田沢湖（１．０万人）

①水質AA ②水質AA

６．戸賀海水浴場（０．４万人）

①水質AA ②水質AA

５．五里合海水浴場（０．８万人）

①水質AA ②水質AA

７．出戸浜海水浴場（２．８万人）

①水質A ②水質AA

１１．道川海水浴場（１．３万人）

①水質AA ②水質AA

８．浜田海水浴場（Ｈ１８休止）

①水質AA ②水質AA

１０．下浜海水浴場（７．５万人）

①水質AA ②水質AA

９．桂浜海水浴場（５．３万人）

①水質AA ②水質A

１２．本荘マリーナ海水浴場（３．４万人）

①水質AA ②水質AA

１．岩館海水浴場（５．２万人）
①水質AA ②水質AA

１３．西目海水浴場（１．９万人）

①水質AA ②水質AA

１４．象潟海水浴場（３．８万人、「快水浴場百選」）

①水質AA ②水質AA
１５．小砂川海水浴場（０．３万人）

①水質AA ②水質A

水浴場番号． 水浴場名 (昨年度利用者数、備考）

①開設前水質判定結果 ②開設中水質判定結果

水質AA
水質が特に良好な水浴場
水質A
水質が良好な水浴場
水質B
水質C

不適

適

可

凡例

水質判定について

 図 35 県内の水浴場位置図 
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（４）酸性河川の状況 

県内には、鉱山跡や火山性の温泉から湧出

する強酸性の湧出水が数多くあり、これらが

流入することにより酸性化して下流域に影響

を与えている河川があります。酸性河川の主

なものは、表 39 に示すとおりです。 

 

表 39  酸性河川一覧 

河 川 名 源 泉 等 源泉付近等の水質 

玉川 玉川温泉 

大噴（源泉）： 

pH1.1～1.2、 

平均流出量 140L/秒 

高松川 
旧川原毛鉱山

付近 

大湯滝：pH1.6 

湯尻沢末端：pH2.3 

子吉川 朱ノ又川 

褐鉄鉱床付近湧水： 

pH2.5、 

流量約 2,400L/秒 

朱ノ又堰堤 ： 

pH3.2～3.5 

白雪川 
岩股川、 

赤川、鳥越川 
湧出水 pH4.6～4.7 

熊沢川 八幡平温泉群 熊沢川（県営発電所取入口）：pH5.0

岩瀬川 旧赤倉鉱山 
旧赤倉鉱山坑内水： 

pH2.3～2.6 

成瀬川 須川温泉 
成瀬川赤滝付近：  

pH4.2～4.3 

 

① 玉川 

八幡平焼山山麓に湧出する玉川温泉は、

pH1.1～1.2、湧出温度 98℃、湧出量約 110～

160L／秒で、かつては玉川毒水と呼ばれ、下

流域の農業、漁業、土木施設等に多くの被害

を及ぼしてきました。 

玉川温泉は、我が国有数の強酸性泉で他の

多くの酸性泉が硫酸イオンを主体とするのに

対して、塩化物イオンを高濃度に含有してい

るのが特徴です。 

玉川温泉の酸性水は、渋黒川を経て玉川本

流に注ぎ込みます。玉川の水は、これを発電

用水や農業用水として利用するため、当時の

国策により昭和 15 年以来、田沢湖に導水さ

れてきました。湖水で希釈された後、生保内

発電所を経て再び玉川へ注ぎ、田沢疎水やそ

の他の用水路により農業用水として広く利用

されています。 

玉川ダムの建設を契機に建設された玉川酸

性水中和処理施設は、平成元年から試験運転

を開始し、平成３年４月の玉川ダムの本格湛

水にあわせて運転を本格化しました。玉川ダ

ムサイト付近では、昭和 43 年から 45 年頃は

pH の平均値が 3.2 であったものが、平成 18

年度の平均値では 4.5 となっています。同様

に田沢湖では pH が 4.2 から 5.2 に、神代ダ

ムでは 5.4 から 6.3 にそれぞれ上昇していま

す。玉川流域の pH の変遷を図 36 に示します。 
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図 36 玉川流域の pH の変遷 
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渋黒川
(五十曲)
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2.4
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（発電放流水合流後)
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五十曲
下流100m
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玉川ダムサイト
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玉川導水口
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田沢湖
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4.0
5.4

        6.3 (6.2)

玉　川
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凡例

上段 　昭和１５年以前（玉川導水前）

中段 　昭和４５年頃（田沢湖酸性化進行）

下段 　平成１８年度調査の平均値（平成１７年度）

玉川大噴

1.1
1.1

       1.2  (1.1)

主な年譜
・天保１２年　　    角館藩士　田口幸右ェ門が大噴酸性水の除毒に着手
・昭和初期　　　   地下溶透法による酸性水の中和の試み
・昭和１５年１月　 玉川の水を田沢湖へ導入開始
・昭和後期　　  　 簡易石灰中和法による酸性水の中和の試み
・平成元年１０月　粒状石灰中和法による中和処理施設試運転開始
・平成３年４月　　 同上施設の本格運転開始
・平成１６年　　　　玉川酸度が急激に上昇し、田沢湖のpHが5.0に低下
・平成１８年　　　　玉川酸度の低下傾向によりpH5.2に回復
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② 子吉川 

子吉川は、鳥海山東側山麓から湧出する酸

性水により、古くから上流部の水質は酸性を

呈していましたが、流下するにつれ笹子川、

直根川等の流入により希釈され、pH につい

ては特に問題はありませんでした。 

しかし、昭和 50 年頃から中流部でも pH が

低下し始め、昭和 51 年６月鳥海町興屋地区

の養殖鯉がへい死し、更に矢島町の子吉川本

流で捕獲されていたアユもその魚影を見るこ

とができなくなりました。 

このため、県で酸性水の発生機構及び希釈

過程を解明するため、源泉調査及び水質調査

等を実施したところ、酸性化の原因は、子吉

川上流支川の一つである朱ノ又川上流に位置

する硫酸酸性含鉄源泉で、pH が 2.1～2.4 で

あることを確認しました。 

 

③ 白雪川 

昭和 51 年６月に白雪川水系において養殖

鯉がへい死し、更に象潟町の上水道取水源

（岩股川及び鳥越川）の pH が低下したこと

から、地元の要請により調査したところ、白

雪川支川の岩股川上流、鳥海山麓獅子ケ鼻地

区及び赤川中流の湧水に起因することが判明

しました。この湧水の pH は 4.6～4.7（平成

13 年度調査）で、アルミニウムの含有量が

多いのが特徴です。 

岩股川及び赤川の水は、白雪川下流域の農

業用水の一部であるとともに、白雪川及びそ

の支川の鳥越川に係る４箇所の発電所の用水

としても取水されているため、農業用水の需

給の関係で時期的に複雑な水管理が行われて

おり、それが白雪川下流域及び赤川の pH に

影響を与えています。 

 白雪川支川岩又川湧水の pH は、平成 13 年

度から 17 年度までの調査結果では 4.7 程度

で推移しています。 

 

 

（５）水質汚濁事故 

 平成 18 年度に県内で発生した水質汚濁事

故は 80 件でした。このうち、68 件は油流出

事故でした。例年、冬期間には暖房用機器へ

の注油操作ミスなどにより、油流出事故が増

える傾向にあります。 

水質事故の多くは、貯油施設の管理不備や

注油時の操作ミス等が原因で発生しており

（図 37 参照）、住民や事業者の方々の日常の

心配りにより予防できます。 

 

管理不備
16%

原因不明
33%

操作ミス
40%

その他
3%交通事故

8%

平成１８年度

水質事故件数

８０件

管理不備
16%

原因不明
33%

操作ミス
40%

その他
3%交通事故

8%

平成１８年度

水質事故件数

８０件

 

図 37 平成 18 年度水質汚濁事故発生原因割合 
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２ 水質汚濁の防止対策 

（１）排水規制 

公共用水域の水質を保全するため、水質汚

濁防止法に基づく特定施設又は秋田県公害防

止条例に基づく指定汚水排出施設を設置する

工場又は事業場からの排出水に対して、法令

に基づき排水基準が設定されています。 

平成 19 年３月末現在、水質汚濁防止法に

基づく特定施設を設置している工場又は事業

場数は 4,310、秋田県公害防止条例に基づく

指定汚水排出施設を設置している工場又は事

業場数は 1,704 であり、全体では 6,014 とな

っています。これを業種別にみると、水質汚

濁防止法に基づくものは旅館業、畜産業及び

食料品製造業が多く、秋田県公害防止条例に

基づくものは自動車分解整備事業、ガソリン

スタンド営業等となっています。 

特定施設や指定汚水排出施設の届出は排水

規制の根幹であることから、県では、これら

の設置や構造変更等の届出が滞り無く行われ

るよう、設置者に対して適切な指導を行って

います。 

 

（２）排水基準検査結果 

 水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置し

ている工場又は事業場からの排出水には、水

質汚濁防止法に基づく排水基準に加え、秋田

県公害防止条例により上乗せ排水基準が適用

されています。県公害防止条例に基づく指定

汚水排出施設を設置している工場又は事業場

からの排出水には、同条例に基づく排水基準

が適用されています。 

 県では、これらの工場又は事業場において、

排水基準が遵守されているかを確認するため、

水質汚濁防止法及び県公害防止条例に基づく

立入検査を実施しています。 

 平成 18 年度は立入検査を実施し、延べ

726 の工場又は事業場に対して、排出水の基

準検査を行いました。 

また、延べ 304 の工場又は事業場に対して、

現地確認を実施し、排水の処理が適正に行わ

れているかを確認しました。 

 

表 40 年度別排出水基準検査結果 

年　　度 14 15 16 17 18

届出事業場数 6,124 6,143 6,121 5,939 6,014

延検査数 1,056 935 800 746 726

延指導対象数 118 110 75 69 72

指導対象率（％） 11.2 11.8 9.4 9.2 9.9  

 
表 40 には、過去５年間の排出水の基準検

査結果を示しています。排出水の基準検査の

結果、排水基準違反の恐れがある等により、

行政指導の対象となった工場又は事業場数は

72 であり、延検査数に対する割合は 9.9％で

した。 

 

表 41 行政指導対象上位５業種 

業 種 等
基準検査
事業場数

指導対象
事業場数

指導率 主な不適項目

１．飲料製造業 9 3 33.3% pH､BOD

２．畜産農業 42 9 21.4%
pH､SS、BOD、
大腸菌群数

３．畜産食料品
製造業 15 3 20.0% BOD､大腸菌群数

４．ＴＣＥ，ＰＣＥを
用いる洗浄施設 18 2 11.1%

シスー１，１－ジクロ
ロエチレン
ジクロロメタン

５．旅館業 100 11 11.0%
pH､BOD､SS､As、
大腸菌群数  

 

表 41 には、排出水の基準検査結果、行政

指導の対象となった割合の高い業種等を示し

ています。このうち、飲料製造業が 33.3％

と最も高く、以下畜産農業 21.4％、畜産食

料品製造業 20.0%、トリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレンを用いる洗浄施設

11.1％、旅館業 11.0％となっています。主

な指導対象の項目は、pH、BOD、大腸菌群数

等でした。 
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（３）行政指導状況 

行政指導対象となった原因には、排水処理

施設の維持管理が不十分であることのほか、

排水処理施設の能力不足や排水処理方法が不

適切であること等が挙げられます。 

これらの工場･事業場については、速やか

に排出水改善の暫定措置を講じさせるととも

に、操業状態、排水処理施設の能力や管理状

況等を再検査し、原因に応じて排水処理施設

の改善や新･増設、管理体制の整備強化等の

抜本的対策を講じるよう指導を行っています。 

なお、平成 18 年度の指導状況は、表 42 の

とおりです。 

 

表 42 平成 18 年度指導状況（法・条例合計） 

指導内容 改善命令
処理施設の
設置・改善

排水の
一時停止

その他 計

延べ工場・
事業場数

0 40 15 64 119
 

 

（４）生活排水対策 

① 生活排水対策 

公共用水域の水質汚濁の要因の一つとして

炊事、洗濯等日常生活に伴って排出される未

処理の生活排水があげられることから、国は

平成２年６月に水質汚濁防止法の一部を改正

（平成２年９月施行）し、制度としての枠組

みを整備しましたが、その趣旨は次のとおり

です。 

○行政の責務として市町村、都道府県及び

国それぞれの役割分担を明確にし、特に

地域の住民の生活に最も近く、また、生

活排水を処理する各種施設の整備の実施

主体となっている市町村をその中心に位

置づけました。 

○生活排水は、人の生活に伴い必ず生ずる

ものであるため、地域住民の自覚ととも

に行政への協力が必要であることから、

調理くずの処理等を適正に行うような心

がけや施設整備に関する努力を国民の責

務として明確にしました。 

○水質環境基準が達成されていない水域で

生活排水対策を特に重点的に推進する必

要のある地域について、都道府県知事が

生活排水対策重点地域として指定し、市

町村が総合的な推進計画を策定、実施し

ていく計画的、総合的な取組の枠組みを

設けました。 

県では、平成 14 年１月に生活排水対策重

点地域として皆瀬川上流域（旧稲川町全域及

び皆瀬村特定環境保全公共下水道小安処理区

域を除く旧皆瀬村の全域）を指定しました。 

また、生活排水対策について、下水道等の

施設整備が普及するまでの間は地域住民の意

識によるところが大きいことから、パンフレ

ットの作成配布などの普及啓発活動を実施し、

市町村及び地域住民と一体になった取組に努

めました。 

 

② 生活排水処理施設の整備推進 

本県の生活排水処理施設の普及率は、平

成 19 年３月現在で 72.5％と全国平均の

82.4％に比べて低い状況となっており、この

ことが生活排水による公共用水域（特に都市

部の河川）の水質汚濁の一つの要因になって

いるものと考えられます。 

このため、下水道法で規定されている公

共下水道や流域下水道の整備を推進し、公共

用水域の水質保全を図るとともに、農村部に

おける農業用排水の水質保全を図る農業集落

排水事業や漁港及びその周辺水域の水質保全

を図る漁業集落環境整備事業（漁業集落排水

施設）などを推進しています。 

また、これらの集合処理施設の整備と併

せて、生活排水対策に有効な手段である合併

処理浄化槽については昭和 62 年度から行わ

れている国の補助制度に加え、平成３年度か

らは県費補助制度を創設し普及促進を図って

います。 

県では、「あきた 21 総合計画」において

各地域の特性に応じた生活排水処理施設の整
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備を進め、平成 22 年度までにその普及率を

80％にすることを目標としており、事業の実

施状況は次のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年度 

○流域下水道事業 

臨海処理区等５処理区で実施 

○公共下水道事業 

秋田市等 13 市８町１村で実施 

○農業集落排水事業 

秋田市等 10 市３町 28 地区で実施 

○漁業集落環境整備事業 

八峰町岩館地区等２地区で実施 

 

なお、生活排水処理施設の種類と普及率に

ついては図 38・39 のとおりです。 

 

 

 

 

主として市街地における下水を排除、または処
理する下水道。都市計画事業として実施

市町村が独自に処理場を有する下水道

単独処理場を持たず、県の流域下水道幹線へ接
続する下水道

単 独 公 共 下 水 道

流域関連公共下水道

公 共 下 水 道 （ 狭 義 ）

農業集落排水施設 等
（ 農 林 水 産 省 所 管 ）

公 共 下 水 道 （ 広 義 ）
（ 国 土 交 通 省 所 管 ）

農 業 集 落 排 水 施 設

特定環境保全公共下水道 市街地以外の集落を整備する下水道で計画人口
10,000人以下。公共下水道（狭義）と同様に単
独と流域関連に区分

農業振興地域内で実施され、計画規模が概ね20
戸以上かつ1,000人程度以下

漁 業 集 落 排 水 施 設 漁港の背後集落で計画人口が概ね100人～5,000
人

小規模集合排水処理施設 計画規模が10戸以上20戸未満（総務省所管）

コミュニティ・プラント

森林整備市町村の林業振興地域で実施され、計
画規模が概ね20戸以上

簡 易 排 水 施 設 山村振興地域等で実施され、計画規模が3戸以上
20戸未満

林 業 集 落 排 水 施 設

合 併 処 理 浄 化 槽 等
（総務省、環境省所管）

団地等の計画人口101人～30,000人未満（地域し
尿処理施設）（環境省所管）

合 併 処 理 浄 化 槽 し尿と一緒に台所や風呂から雑排水を処理する
もの（環境省所管）  

 

図38 生活排水処理施設の種類 
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順
位

市町村名
公　共
下水道

農業
集落

漁林業
集落他

合併浄
化槽

合計
H22目標
に対する
達成率

1 大 潟 村 100.0    100.0 100.0% 100

2 井 川 町 77.1  19.9  2.8 99.8 99.8% 100

3 上小阿仁村 40.8  46.2  9.1 96.1 96.1% 100

4 八 郎 潟 町 85.7  8.5  1.6 95.7 95.7% 100

5 秋 田 市 86.4  3.2  2.5 92.2 98.4% 93.7

6 に か ほ 市 54.8  29.1 0.5 5.0 89.4 89.4% 100

7 八 峰 町 68.2  9.5 9.0 0.8 87.5 92.6% 94.5

8 潟 上 市 72.1  8.6  3.5 84.3 84.3% 100

9 三 種 町 63.9  11.0  7.0 81.9 82.9% 98.7

10 由利本荘市 36.0  27.2 2.3 8.1 73.6 93.1% 79.1

11 藤 里 町 50.5  7.6  12.5 70.6 70.6% 100

12 仙 北 市 33.4  15.1 0.6 21.6 70.6 88.7% 79.6

13 五 城 目 町 57.4  4.8  6.4 68.7 93.1% 73.8

14 東 成 瀬 村    67.6 67.6 83.9% 80.6

15 美 郷 町 18.9  20.9  26.5 66.2 74.8% 88.5

16 北 秋 田 市 36.1  19.1  10.8 65.9 88.0% 74.9

17 男 鹿 市 50.7  4.9 3.0 4.8 63.3 77.0% 82.3

18 横 手 市 41.3  8.0 0.1 13.2 62.6 99.4% 63

19 能 代 市 41.0  0.4  20.2 61.6 80.9% 76.2

20 大 仙 市 30.9  17.5  12.0 60.4 68.4% 88.2

21 大 館 市 36.0  6.9  13.8 56.6 92.5% 61.2

22 湯 沢 市 24.1  6.2  17.5 47.8 88.1% 54.2

23 羽 後 町 19.9  15.0  12.7 47.6 75.5% 63

24 鹿 角 市 32.5  1.5  7.5 41.5 82.0% 50.6

25 小 坂 町 27.0  0.0  9.1 36.1 86.1% 41.9

市 合 計 54.0  9.3 0.3  9.0 72.6 91.3% 79.6

町 村 計 45.8  12.7 0.7  12.5 71.7 85.7% 83.7

県 合 計 53.1  9.6 0.4  9.4 72.5 90.7% 80

空欄　：　事業計画なし

(単位：％)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

県合計

町村計

市合計

小坂町

鹿角市

羽後町

湯沢市

大館市

大仙市

能代市

横手市

男鹿市

北秋田市

美郷町

東成瀬村

五城目町

仙北市

藤里町

由利本荘市

三種町

潟上市

八峰町

にかほ市

秋田市

八郎潟町

上小阿仁村

井川町

大潟村

下水道 農集 漁林集他 浄化槽

　県平均普及率
　７２．５％

普及率

図 39 生活排水処理施設の普及率（平成 19 年３月末現在） 
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第３節 その他の公害の現況及び防止対策 

１ 騒音の現況及び防止対策 

（１）工場・事業場、建設作業による騒音 

現在、騒音規制法によって規制する地域に

指定された県内 13 市２町において、工場・

事業場や建設作業の届出受理、立入検査及び

指導等の事務や騒音の測定が行われています。 

これらの市町は、騒音環境基準の類型を当

てはめる地域に指定されています。 

 

表 43 騒音規制法に基づく指定地域の状況 

秋田市 秋田市

能代市 能代市、二ツ井町

横手市 横手市、十文字町

大館市 大館市、比内町

男鹿市 男鹿市

湯沢市 湯沢市

鹿角市 鹿角市

由利本荘市 本荘市

潟上市 昭和町、飯田川町、天王町

大仙市 大曲市

北秋田市 鷹巣町

にかほ市 仁賀保町、象潟町

仙北市 角館町、田沢湖町

五城目町 五城目町

井川町 井川町

旧市町名
（平成９年３月31日

　における行政区画）
市町名

注：最終改正　平成17年３月18日　秋田県告示220号  
 

表 44 騒音に係る環境基準の類型当てはめ状況 

秋田市 秋田市

能代市 能代市、二ツ井町

横手市 横手市、十文字町

大館市 大館市、比内町

男鹿市 男鹿市

湯沢市 湯沢市

鹿角市 鹿角市

由利本荘市 本荘市

潟上市 昭和町、飯田川町、天王町

大仙市 大曲市

北秋田市 鷹巣町

にかほ市 仁賀保町、象潟町

仙北市 角館町、田沢湖町

五城目町 五城目町

井川町 井川町

注：最終改正　平成17年1月11日　秋田県告示29号

旧市町名
（平成９年３月31日

　における行政区画）
市町名

 
 

（２）自動車騒音 

自動車騒音の常時監視については、主要幹

線道路 27 区間（延べ 95.8km、対象住居数

9,107 戸）で環境基準達成状況を評価した結

果、表 45 のとおり 92.5％が昼間・夜間とも

に環境基準を達成していました。 

 

表 45 自動車騒音常時監視結果 

（km） （戸） （戸） （％）（戸） （戸） （戸）

秋田市 18 69.9 7,990 7,333 91.8 102 56 0.7 499 6.2

能代市 4 6.0 328 328 100 0 0 0 0 0 0

横手市 3 5.0 205 205 100 0 0 0 0 0 0

湯沢市 1 4.2 321 314 97.8 4 0 0 3 0.9

由利本荘市 1 10.7 263 240 91.3 22 0 0 1 0.4

合計 27 95.8 9,107 8,420 92.5 128 56 0.6 503 5.5

（％）（％）（％）

1.3

1.4

1.2

8.4

環　境　基　準　達　成　状　況

昼夜とも
基準値以下

昼のみ
基準値以下

夜のみ
基準値以下

昼夜とも
基準値超過

市町村
評価
区間
数

区間
延長

評価対
象住居
戸数

 
 

昼のみ基準値

以下

1.4%

夜のみ基準値

以下

0.6%

昼夜とも基準

値超過

5.5%

昼夜とも基準

値以下

92.5%

 

図 40 自動車騒音常時監視結果 

 

（３）航空機騒音 

① 秋田空港周辺航空機騒音 

昭和 56 年６月に開港した秋田空港の周辺

における航空機騒音の実態を把握するため、

昭和 56 年 10 月 31 日の「航空機騒音に係る

環境基準」の類型（地域類型Ⅱ、基準値：

75WECPNL）を当てはめた周辺地域において、

騒音測定調査を実施しています。 

調査は、図 41 に示す空港東側の藤森及び

西側の安養寺を基準点とし固定局舎による通

年測定を行っているほか、堤根を補助点とし

て夏期に測定を行っています。 

平成 18 年度の調査結果では表 46 のとおり

全地点で環境基準を達成しました。 
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秋 田 空 港

安 養 寺

堤 根

藤 森

秋 田 空 港

安 養 寺

堤 根

藤 森

 

図 41 測定地点位置図 

 
表 46 航空機騒音測定結果 

区分 安養寺 藤森 堤根

4月 65.7 65.6

5月 65.9 65.7

6月 66.1 65.4

7月 66.4 65.4 70.7

8月 65.9 64.7

9月 66.1 64.8

10月 66.3 65.3

11月 65.9 65.0

12月 63.7 64.0

1月 63.7 63.0

2月 63.9 64.1

3月 63.0 63.7

年間値 64.0 63.3 70.7

（WECPNL）

 
 

60

64

68

72

76

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

(年度)

(WECPNL)

環境基準：75

堤根

安養寺

藤森

 
図 42 調査結果の経年変化（秋田空港） 

 

 

 

 

② 大館能代空港周辺航空機騒音 

平成 10 年７月に開港した大館能代空港に

おいて、「小規模飛行場環境保全暫定指針」

に基づき、航空機の離発着による騒音調査を

実施しています。 

調査は空港東側の北秋田市中屋敷及び西側

の北秋田市坊沢の２地点で秋期５日間連続測

定を行っています。 

平成 18 年度の調査結果では、中屋敷地区

及び坊沢地区の時間帯補正等価騒音レベル

（Lden：dB）は、それぞれ 34.7dB、36.4dB

となっており、いずれも暫定指針による指針

値（Ⅱ類型：65dB）を下回りました。 
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図 43 調査結果の経年変化（大館能代空港） 

 

③ ジェット戦闘機の低空飛行訓練による騒

音等 

ジェット戦闘機による低空飛行訓練が、昭

和 61 年頃より県北地区や南秋田郡において、

また、昭和 63 年度からほぼ全県域において

行われるようになり、これに伴う騒音等の苦

情が県や市町村に寄せられています。 

昭和 63 年度から平成２年度にかけて 100

件を超える騒音苦情及び飛来通報がありまし

たが、その後は年々減少し、平成 18 年度は

３件（２市村）でした。 
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（４）その他の騒音 

飲食店営業に伴う深夜騒音や商業宣伝を目

的とする航空機及び商業宣伝放送の拡声機騒

音については、県公害防止条例により使用制

限や音量制限等の規制を行っています。 

特に、飲食店等の営業騒音や日常生活に起

因する生活騒音等いわゆる近隣騒音について

は、昭和 58 年８月に「近隣騒音防止指導指

針」を定め、市町村と協力しながら苦情処理

や未然防止に努めています。 

 

２ 振動の現況及び防止対策 

現在、振動規制法による規制地域に指定さ

れた県内９市において、工場・事業場の届出

管理、立入検査及び指導等の事務や振動測定

が行われています。 

 

表 47 振動規制法に基づく指定地域の状況 

秋田市

能代市

横手市

大館市

男鹿市

湯沢市

鹿角市

本荘市

大曲市

旧市名
（平成９年３月31日に

おける行政区画）
市　名

秋田市

能代市

横手市

大館市

由利本荘市

大仙市

注：最終改正　平成17年３月18日　秋田県告示222号

男鹿市

湯沢市

鹿角市

 
 

３ 悪臭の現況及び防止対策 

現在、悪臭防止法による規制地域に指定さ

れた県内６市において、悪臭の原因となる

22 物質及び排水中の４物質に設定された規

制基準をもとに工場・事業場の立入検査及び

指導等の事務などが行われています。 

規制地域に指定された６市のうち、秋田市

では生活環境に著しく影響のある悪臭を発生

する事業場を対象にした悪臭対策として臭気

指数による指導基準が追加されています。 

県では、①当該苦情に対する迅速な対応、

②当該苦情発生源に対する施設改善指導、③

当該苦情発生源に対する事後指導による苦情

再発防止の３つの事業内容を掲げ、苦情の未

然防止や再発防止等に努めています。 

 

表 48 悪臭防止法に基づく指定地域の状況 

悪臭防止法に基づく規制地域が指定されている市

秋田市、能代市、大館市、男鹿市、鹿角市、大仙市

注：最終改正　平成17年3月18日　秋田県告示223号  
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４ 鉱山鉱害の現況及び防止対策 

（１）鉱山鉱害の現況 

本県は我が国有数の鉱山県であり、平成５

年度末に県北部の黒鉱を採掘していた３鉱山

が閉山するまで、銅は全国産出量の５割以上

で第１位、鉛、亜鉛等も各々上位を占めてい

ました。 

本県における鉱山開発の歴史は古く、口碑

によれば、和銅元年（708 年）に尾去沢鉱山

が発見され、大同年間（806 年～）には太良

鉱山、16 世紀後半からは大葛、日三市、阿

仁、院内等の全国でも著名な鉱山が相次いで

開発されてきました。 

以来､多くの鉱山が操業、休止を繰り返し

てきましたが、現在では稼働中の鉱山はなく

なり、248 の休廃止鉱山を数えるに至ってい

ます。 

これら多くの鉱山からの坑内水や、ズリ浸

透水、鉱煙等によって鉱害問題が発生し、明

治以降、近代化による大規模な操業が行われ

るようになったことから、地域住民との紛争

が表面化しました。 

特に、カドミウム等の重金属による農用地

の土壌汚染が大きな社会問題となりましたが、

これは上流部の鉱山から重金属を含む坑内水

やズリ浸透水等が河川に流入し、利水によっ

て長い間農用地に蓄積されたことが原因と考

えられます。 

 

① 農用地土壌汚染 

本県における汚染農用地の面積は、昭和

45 年度から実施した調査の結果、1,680ha で

あり、県北部米代川流域に 14％、県南部雄

物川流域に 86％分布しています。 

これら汚染農用地については、客土等の対

策が完了するまでの間、毎年、カドミウム吸

収抑制対策を実施するとともに、生産される

米の安全性を確認するためのロット調査を実

施しています。 

また、平成 12 年度からは、カドミウムに

よる汚染農用地周辺等の汚染の実態を把握す

るため新たな細密調査を実施しており、平成

18 年度は４市１町の 12 地点について実施し

ました。 

さらに、安全安心な秋田米の流通のため、

これまでの調査・対策に加え、出荷前の生産

者毎のロット調査や実態把握のための土壌調

査を実施しました。 

なお、調査の結果、食品衛生法の基準を超

えた米については、県が全量買い上げ後、焼

却処分を行っています。 

 

② 大館地区地表沈下 

昭和 37 年に、県北部の大館市近郊の平野

部で埋蔵量 5,000 万ｔと推定される大規模な

黒鉱鉱床が発見され、複数の鉱山によって採

掘が行われてきました。 

各鉱山とも採掘跡にモルタル等を充填して

採掘を行ってきましたが、岩質がぜい弱なこ

ともあって開発進展に伴い地表沈下現象が顕

在化しました。 

このため、各鉱山は堤防の嵩上げや道路改

修を行うとともに、被害者に対し家屋の集団

移転や沈下水田の復旧等の事業を実施してき

ました。 

県は地表沈下の実態把握のため、昭和 40

年度から年２回の水準測量調査を実施してき

ましたが、平成７年から鉱山の閉山による採

掘の中止や閉山後の水の注入等による効果が

現れ、沈下から隆起に変化してきたことから、

平成９年度からは調査の回数を年１回として

います。 

平成 13 年５月の測量結果では、最大沈下

地点の累計沈下量が 884.8 ㎝（昨年同期

885.9 ㎝）となって、前年より 1.1 ㎝隆起し

ているのが観測されています。 

なお、平成９年度頃から地表変動が収まっ

てきたことから、終息時期及び観測事業の終

了時期についての意見集約を行うため、関係

機関からなる「大館地区地表沈下測量検討委
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員会」を設置しました。 

平成 13 年度までの測量結果の解析から、

平成 27 年度までの隆起量は最大で 7.5 ㎝で

あり、隆起も平成 27 年度で終息するとの判

断が示されたことから、平成 14 年度以降の

測量を実施しないことを上記委員会で決定し

ました。 

 

（２）鉱山鉱害の防止対策 

① 鉱山鉱害 

Ａ 義務者存在鉱山 

鉱山閉山後においても、鉱害防止義務者が

存在する休廃止鉱山の鉱害防止については、

鉱山保安法に基づき国の監視指導が実施され

ています。 

本県もこれら鉱山周辺の河川等についての

水質調査を実施しており、問題が発生した場

合には直ちに産業保安監督部に通報すること

としています。 

 

Ｂ 義務者不存在鉱山 

鉱害防止義務者が不存在または無資力の休

廃止鉱山のうち、特に鉱害の発生のおそれの

ある鉱山については毎年現地調査を実施して

います。 

調査の結果、坑内水やズリ浸透水等により

下流域の水田等に被害を及ぼすおそれのある

鉱山については、国の補助事業による鉱害防

止工事を継続実施しています。 

平成 18 年度末現在、既に工事を完了した

休廃止鉱山が 29、現在工事中の休廃止鉱山

が１、今後工事を行う予定の休廃止鉱山が１

となっています。 

 

② 農用地土壌汚染 

Ａ 対策地域の指定 

昭和 45 年度以降、土壌汚染防止対策細密

調査の結果により、カドミウム濃度 1.0ppm

以上の汚染米が検出された地域及び汚染米の

検出されるおそれがある地域 1,680ha につい

ては、「農用地の土壌の汚染防止等に関する

法律」第３条の規定に基づき、これまで 14

市町、25 地域 1,771ha（一部銅汚染地を含

む）を農用地土壌汚染対策地域に指定してき

ました。 

なお、指定地域以外で汚染米が検出された

地域については、引き続き調査を実施し、地

域指定の検討を進めています。 

 

Ｂ 土地改良事業 

汚染地域については、公害防除特別土地改

良事業等を、昭和 48 年度から実施していま

す。 

これまで指定地以外も含め 17 市町 29 地域

で客土等 1,560ha の工事が完了しています。 

 

Ｃ カドミウム吸収抑制対策事業 

細密調査の結果、カドミウム濃度 1.0ppm

以上の玄米が検出された区域の水田及びその

おそれのある区域の水田のうち、公害防除特

別土地改良事業等恒久対策事業に着手してい

ない水田については、恒久対策事業を実施す

るまでの間応急対策として、昭和 46 年度か

らケイカル、ようりんの土壌改良資材の施用

及び適正な水管理による有害物質吸収抑制対

策事業を実施しています。 

 

５ 土壌汚染の現況及び防止対策 

（１）土壌汚染対策法に基づく指定区域の現

況 

土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握

に関する措置及びその汚染による健康被害の

防止に関する措置を定めること等により、土

壌汚染対策の実施を図り、人の健康を保護す

ることを目的に平成 15 年２月 15 日に施行さ

れました。 

この法律では、健康被害が生ずるおそれが

あると認められる土地のほか、有害物質を使

用していた工場・事業場等の土地所有者・管

理者に対し土壌汚染状況の調査を義務づける
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とともに、この調査により汚染土壌の指定基

準値を超えた土地は、指定区域として指定し、

汚染の除去等の措置を講ずることとしていま

す。 

なお、平成１８年度末現在、県内において、

こうした土壌汚染対策法に基づく指定区域に

指定している土地はありません。 

 

（２）土壌汚染対策法施行に伴う県の取組 

土壌汚染対策法の施行に伴い、汚染土壌の

浄化施設を知事が認定するための手続き及び

維持管理等を定めた「秋田県汚染土壌の処分

に関する指導要綱」を平成 15 年３月に制定

し（平成 18 年２月改正）、汚染土壌の適正

処理の推進を図っています。 

県では、汚染土壌の認定施設として、大館

市に所在するエコシステム花岡(株)、エコシ

ステム秋田(株)を土壌汚染対策法の施行後、

国内で初めて認定しました。 

 

表 49 土壌汚染浄化施設 

認定日 施設名 処理方法

平成15年7月10日 エコシステム花岡株式会社　松峰工場 抽出、分解

平成15年10月1日 エコシステム秋田株式会社　 分解  
 

６ アスベスト問題の現況と対策 

（１）全庁的な取組体制 

平成 17 年７月にアスベストによる健康被

害が全国的に社会問題となったことから、県

では直ちに庁内関係課室、秋田労働局及び秋

田市からなる「アスベスト問題連絡協議会」

を設置してこの問題に対応してきており、平

成 18 年度は連絡協議会を４月に開催し、

「建築物におけるアスベスト飛散防止対策マ

ニュアル」案などについて協議しました。 

 

（２）吹付けアスベスト使用実態調査 

県では、関係各課が所管する施設につい

て、平成 17 年７月から吹付けアスベストの

使用状況調査を実施しています。 

平成 18 年度末の調査結果は表 50 のとおり

ですが、県や市町村が所有する公共建築物に

比べて民間建築物は除去等の対策工事はあま

り進んでいません。 

 

表 50 吹付けアスベスト使用建築物実態調査結果 

除去等の対策
工事が実施済
みの施設数

県有建築物 491 452 39 32

市町村建築物 6,977 6,871 106 87

民間建築物 2,430 2,263 71 34

保育施設、社会福祉
施設、卸売市場等

3,949 (※) 3,827 (※) 58 39

うち、民間建築物 － － 54 33

7,468 (※) 7,323 (※) 274 192

注：（※）は県、市町村有施設と重複

アスベストが
含有されてい
ないことが確
認された施設
数

アスベスト
の含有が確
認された施

設数

調査実施
施設数

 

 

（３）秋田県アスベスト除去対策資金融資制

度の運用 

県では、吹付けアスベストを使用した民間

建築物の所有者（個人、中小企業者等）がア

スベスト除去工事を行う場合に、必要な資金

を融資し、早急にアスベスト除去を行うため

の低利融資制度の運用を平成 17 年 11 月から

開始しました。 

平成 18 年度の融資実績は１件でした。 

 

（４）アスベストに係る環境対策 

大気汚染防止法に基づく特定粉じん（アス

ベスト）排出等作業届のあったアスベスト除

去作業現場 55 箇所について立入検査を行

い、適切な除去工事が行われていることを確

認しました。 

また、作業周辺地域及び一般環境の大気中

アスベスト濃度調査を実施しており、その調

査結果については、表 51 及び表 52 のとおり

です。 

表 51 特定粉じん排出等作業周辺地域の環境中ア

スベスト濃度調査結果（平成 18 年度） 

調査結果（本／Ｌ） 
調査地点数

最小 最大 平均 

１１ ＜０．１ ０．５ ０．２４
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表 52 一般環境大気中のアスベスト濃度調査結果 

（平成 18 年度） 

調査結果（本／Ｌ） 
調査地点数 

最小 最大 平均 

１２ ０．１ ０．５ ０．２５

 

（５）「建築物におけるアスベスト飛散防止

対策マニュアル」の作成 

アスベスト含有調査から除去工事までの実

施方法を時系列的に示すとともに、秋田県ア

スベスト問題連絡協議会がこれまで行ってき

た取組内容をまとめた「建築物におけるアス

ベスト飛散防止対策マニュアル」を平成 17

年度に作成しました。 

また、平成 18 年に入って大気汚染防止

法、建築基準法などアスベスト関係法令が強

化されたことから、その内容に合わせて平成

19 年３月にマニュアルを改正し、市町村等

関係機関に周知しました。 

 

（６）県民への啓発 

①県民からのアスベスト相談の対応 

平成 17 年９月からフリーダイヤルによる

「秋田県アスベスト相談センター」を開設し

ましたが、同年 12 月で終了し、平成 18 年１

月からは、庁内関係各課・機関が直接県民か

らの相談・問合せに応じています。 

平成 18 年度の相談・問合せ件数は 124 件

あり、その内容については健康に関する相談

が 98 件と最も多く、次いで建築物に関する

相談が 21 件ありました。 

 

②アスベスト関係法令改正等に係る説明会の

開催 

アスベストに係る規制を強化するため、労

働安全衛生法、建築基準法、大気汚染防止、

廃棄物処理法が改正されたことから、建築業

者、設計業者、廃棄物処理業者などを対象に

H19 年１月 23 日に説明会を開催し、160 名が

出席しました。 

 

③石綿健康被害救済制度の周知 

平成 18 年３月に施行された「石綿による

健康被害の救済に関する法律」による救済制

度について県広報誌「あきた新時代」に掲載

するなど県民への周知を図りました。 
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第４節 化学物質対策 

１ ダイオキシン類の現況と対策 

（１）一般環境における現況 

ダイオキシン類対策特別措置法（以下ダ

イオキシン法という。）に基づき、大気、

公共用水域水質・底質、地下水質及び土壌

のダイオキシン類の状況について常時監視

を行っています。 

平成 18 年度の結果は表 52 のとおりで、

すべて環境基準を達成しました。 

 

表 52 平成 18 年度ダイオキシン類常時監視結果 

一般環境 9 0.0080 0.047 0.022

発生源周辺 1 0.022 0.022 0.022

計 10 0.0080 0.047 0.022

河川 23 0.027 0.80 0.18

湖沼 3 0.024 0.080 0.043

海域 10 0.024 0.056 0.036

計 36 0.024 0.80 0.13

河川 15 0.10 7.1 1.2

湖沼 1 7.5 7.5 7.5

海域 6 0.14 3.8 1.4

計 22 0.10 7.5 1.5

10 0.021 0.058 0.038 1 pg-TEQ/L

一般環境 24 0.018 6.1 1.8

発生源周辺 4 0.094 2.6 1.3

計　 28 0.018 6.1 1.7

*土壌のみに設定される調査指標：250pg-TEQ/g

土壌
1,000
*250

pg-TEQ/g

水質 1 pg-TEQ/L

150 pg-TEQ/g

地下水質

底質

0.6 pg-TEQ/m³

環境
基準

単位
測定

地点数
測定結果

最小値

大気

最大値 平均値

調査
対象

区分

 
 

(pg-TEQ/m³)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
（年度）  

図 44 大気中濃度の経年変化（平均値） 
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図 45 公共用水域水質濃度の経年変化（平均値） 

 

（２）発生源対策 

ダイオキシン法に基づき、廃棄物焼却炉

等、法で定める「特定施設」の設置者に対

し、設置に関する届出や自主測定の実施及

び測定結果の報告等の指導を行うとともに、

特定施設からの排出ガスや排出水の排出基

準検査（行政検査）を実施しています。 

 

① 特定施設の届出状況 

ダイオキシン法に基づく平成 18 年度末

における特定施設の届出状況は表 53 のと

おりです。 

 

表 53 特定施設届出状況 

県
所管分

秋田市
所管分

112 96 16

4t/h以上 5 1 4

2t～4t/h 17 16 1

200kg～2t/h 60 53 7

100～200kg/h 25 22 3

50～100kg/h 1 1 0

50kg未満 4 3 1

1 0 1

113 96 17

1 0 1

1 0 1

15 10 5

2 0 2

1 1 0

20 11 9

133 107 26合  計

水
質
特
定
施
設

クラフトパルプ製造用漂白施設

アルミ合金製造用廃ガス洗浄施設

廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等

下水道終末処理施設

特定施設から排出される水の処理施設

小計

施設の種類 施設数

大
気
特
定
施
設

廃棄物焼却炉

アルミニウム合金製造施設

小計
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② 排出基準検査結果 

特定施設の排出基準適合状況や維持管理

状況を把握するため、排出基準検査（行政

検査）を実施しています。 

その結果、計 19 施設中１施設の排出ガ

スが排出基準不適合でしたが、施設の改善

等により、その後の自主検査では基準に適

合しています。 

 

表 54 排出基準検査結果 

県
実施分

秋田市
実施分

排出ガス

（ng-TEQ/m³N）

ばいじん

（ng-TEQ/g）

焼却灰・燃え殻等

（ng-TEQ/g）

排出水

（pg-TEQ/L）

6

1

3

3

13

0

0

0

19

1

3

3
水質
関係

0.020 0.58 0

大気
関係

0.00011 33 1

0.90 0.90 0

0.0000017 0.038 0

区　分
測定結果

基準不適
合施設数最小値 最大値

検 査
施設数

 
 
③ 設置者による自主測定結果 

ダイオキシン法第 28 条に基づく、特定

施設の設置者によるダイオキシン類の自主

測定結果は表 55 のとおりで、自主測定義

務のある施設のうち、休止中の施設を除い

た全施設から報告がありました。 

排出ガス、焼却灰・燃え殻等及び排出水

は全て基準値以内でした。 

ばいじんは、３施設で処理基準を超過し

ましたが、２施設で薬剤処理等による適正

処理を実施し、他の１施設では特別管理産

業廃棄物として適正に処理されました。 

 

表 55 自主測定結果 

県
所管分

秋田市
所管分

排出ガス 101 86 15

（ng-TEQ/m³N） (101) （86） （15）

ばいじん 81 70 11

（ng-TEQ/g） (81) (70) (11)

焼却灰・燃え殻等 91 79 12

（ng-TEQ/g） (91) (79) (12)

排出水 6 2 4

（pg-TEQ/L） (6) (2) (4)

（注）（　）内は、休止中を除いた報告対象施設数

最大値

基準不適
合施設数

0

3

0

0

大気
関係

水質
関係

0.0010

1.8

8.70

0.25

報 告
施設数

区　分

8.7

測定結果

最小値

0

0

 

２ その他の化学物質による汚染防止対策 

（１）ゴルフ場農薬 

ゴルフ場周辺地域住民の健康の保護と

環境保全を図るため、環境省が定めた

「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚

濁の防止に係る暫定指導指針」に基づき、

平成２年８月「秋田県ゴルフ場の農薬に

よる水質汚濁防止対策実施要綱」を定め

（平成 18 年４月改正）、ゴルフ場事業者

による農薬の適正な使用及び適切な水質

管理を推進しています。 

平成 18 年度にゴルフ場事業者から報

告のあった排出水の自主測定結果では、

排出してはならないと定めた指針値を超

過したゴルフ場はありませんでした。 

 

（２）農薬による航空防除 

県の基幹農作物である水稲の病害虫防除

や松くい虫対策のため、県内各地で農薬に

よる航空防除が行われています。 

県は、地域住民の健康や良好な環境が損

なわれることのないよう「秋田県公害防止

条例」により、航空防除を行おうとする事

業者に対し、その日時や使用農薬等につい

て届出を義務づけています。 

平成 18 年度は、水稲病害虫関係 21 件、

松くい虫防除１件の届出がありました。 

 

（３）ＰＲＴＲ制度 

事業者の自主的な化学物質管理の改善の

促進と、環境保全上の支障の未然防止を目

的とした「特定化学物質の環境への排出量

の把握等及び管理の改善の促進に関する法

律（ＰＲＴＲ法）」に基づき、有害性のお

それのある 354 物質のうち、一定量以上を

取り扱う製造業者などが、これらの環境中

への排出量や事業所外への移動量を自ら把

握し、県を経由して国に届出するＰＲＴＲ

制度が平成 14 年度から始まりました。 
平成 18 年度に県内 558 事業所から届出
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 （注）表の（ ）内は、排出量・移動量の合計地値

のあった、平成 17 年度分の排出量・移動

量は、排出量が 8,734 トン、移動量が

1,799 トン、排出量と移動量の合計が

10,533 トンで、前年度に比べて 540 トン

（11％）の増加、全国の合計 489,633 トン

に占める割合は 2.15％でした。 

 

表 56 排出量・移動量の内訳 

12,180 11,550

8,194 8,734

10,674

1,180

1,108
1,217

1,283

1,799

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

(年度)

（トン） 移動量

排出量

(11,854)

(13,288)
(12,767)

(9,477)

(10,533)

 

 

 

排出量の多い物質は図 46 のとおりで、

上位３物質は主に非鉄金属製造業からの鉱

さい残さ等の埋立処分量が多くを占めてい

ます。 

 

砒素

及びその

無機化合物

11.5%

アンチモン

及び

その化合物

11.0%

鉛及び

その化合物

61.8%

トルエン

7.0%

その他

7.1%
キシレン

1.6%

合計　8,734トン

 
図 46 排出量の物質別内訳 
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第５節 廃棄物対策、リサイクル 

１ 一般廃棄物の現況 

（１）ごみ処理 

循環型社会の構築に向けた取組として、

「第２次秋田県廃棄物処理計画」（平成 18 年

４月策定）において、平成 22 年度までに県

民１人１日当たりの一般廃棄物排出量を 890

グラムに、リサイクル率を 24.1％にする目

標値を掲げ、その実現に向けて、「地域ごみ

ゼロあきた推進会議」の開催や「マイ・バッ

グ・キャンペーン」の展開、地域の環境保全

活動のリーダー、実践者となる「あきたエコ

マイスター」の育成や全県一斉のクリーンア

ップ活動の実施など、県民参加による実践活

動の促進を図っています。 

平成 17 年度において一般廃棄物として排

出されたごみの処理状況は、図 51 のとおり

で、排出量は 47.1 万トンとなっており、前

年度と比べ約１千３百トン減少しました（図

47）。なお、平成 17 年度から国の排出量の定

義が、収集ごみ＋直接搬入量＋集団回収量

（前年度までは自家処理量）に変更されまし

た。 

 

483 478 471 468
480

472 473 476 472 471

400

450

500

550

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

年度

千ｔ

図 47 ごみ排出量 

 
これは、県民が１人１日当たり 1,110 グラ

ムを排出したことになり、前年度に比べ６グ

ラム増加したことになります。また、リサイ

クル率は 21.3％となり、0.3 ポイント減少し

ています（図 48・49）。 

 

 

 

 

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200
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ｇ/人・日 秋田県

全国

図 48 １人１日当たりの排出量 
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図 49 リサイクル率 

 

廃棄物の発生抑制については、家庭から排

出されるごみの有料化などが有効とされてお

り、平成 18 年度末現在では 11 市町村で家庭

系ごみ処理の有料化を導入しています。 

一方、ごみの処理に要する費用は、ごみ処

理施設の建設費の増加から約 147 億円（１人

当たり 12,643 円）となり、ここ数年の減少

傾向から増加に転じています（図 50）。 

 

14295
21119

25731
29079

16874
14303

12182
14684
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百万円

図 50 ごみ処理費用 
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市町村及び一部事務組合が設置するごみ処

理施設は、焼却処理施設や粗大ごみ処理施設

などの中間処理施設が図 52 のとおり 42 施設、

最終処分場が 40 施設整備されています。市

町村及び一部事務組合は、これらの施設を適

正に維持管理するとともに、高度な処理機能

を有する大規模施設への集約化を計画的に進

めています。 

また、市町村では、容器包装リサイクル法

に基づく「分別収集計画」を策定し、分別収

集体制の充実を図っていますが、その状況は、

表 57・58 のとおりです。 

家電リサイクル法に基づく４品目（エアコ

ン、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機）のリ

サイクルについては、メーカーによる指定引

取場所の設置など、その円滑な推進に向けた

体制の整備が図られています。 
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《単位　：　ｔ／年　》

収集一般ごみ 直接埋立 最終処分場

収集ごみ 9,572 46,515

425,364

混合ごみ

119,555 焼却残さ

26,318

可燃ごみ

213,340 処理量

463,780 直接焼却 焼却施設 資源化量

不燃ごみ 360,980 369,901 20,235

16,138 463,780

計画収集量

資源ごみ 464,034

68,784 焼却以外の中間処理 焼却施設へ 最終処分場へ 資源化量計へ

40,152 8,921 10,625 20,416

その他

1,933 粗大ごみ処理施設 破砕ごみ等 処理残さ 資源化量

16,473 5,950 6,828 3,695

粗大ごみ 資源化等施設

5,614 22,535 2949 3,098 16,488

高速堆肥化施設

直接搬入ごみ 423 0 0 233

38,670 ごみ燃料化施設

0 0 0 0

集団回収量 その他の施設

6,713 721 22 699

直接資源化 資源化量合計

排出量 53,076 93,727

470,747

自家処理量

1,169

排出量＋自家処理量 計画収集人口 1,161,458

471,916 自家処理人口 0
処理区域内人口 1,161,458

減量

 
 

項 目

排 出 量 470,747 t／年

収 集 量 425,364 t／年

計 画 収 集 量 464,034 t／年

処 理 量 463,780 t／年

１ 日 当 た り の 排 出 量 1,290 t／日

１ 日 当 た り の 収 集 量 1,165 t／日

１ 日 当 た り の 処 理 量 1,271 t／日

１人１日当たりの排出量 1,110 g／人・日

１人１日当たりの収集量 1,003 g／人・日

１人１日当たりの処理量 1,094 g／人・日

資 源 化 率 20.2 ％

リ サ イ ク ル 率 21.3 ％

ご み 減 量 処 理 率 97.9 ％

算 定 値

 

項 目

ご み 直 接 焼 却 率 77.8 ％

資源化等の中間処理率 8.7 ％

処 理 率 （ 人 口 ﾍ ﾞ ｰ ｽ ） 100 ％

処理率（処理量ﾍ ﾞ ｰ ｽ ） 98.5 ％

ご み 処 理 経 費 14,684,391 千円

１人当たりの処理経費 12,643 円

トン当たりの処理経費 31,662 円

市 町 村 数

市

町

村

一 部 事 務 組 合 11

算 定 値

25

13

9

3

 
資料：平成 17 年度一般廃棄物処理事業実態調査 

 

図 51 ごみ処理の状況 
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   数値：処理規模（t/d)

　　　　※　大潟村、八郎潟町、井川町、五城目町は秋田市に処理委託

鹿角広域行政組合
（１市１町）

鷹巣阿仁広域市町村
圏組合（４町１村）

五城目町

井川町

仁賀保地区衛生施
設組合（３町）

60

凡　例 （県計）

　　　焼却処理施設
　　　(17施設 1,756t/d)
　　　粗大ごみ処理施設
　　　(11施設 316.5t/d)
　　　資源化施設
      (12施設 188.7t/d)
　　　高速堆肥化施設
　　　( 2施設　53.4t/d)

4 16 90

大館市

30 60

4.7

北秋田市（１市１村）

1951

仙北市

湯沢雄勝広域市町村圏
組合（１市１町１村）

120 10 50

横手市

80 60 40

1513 37.420

由利本荘市

97 20 40

12 9

にかほ市

60 2

大仙美郷環境事業
組合（１市１町）

154 45

秋田市

40 74

200400

潟上市

60

男鹿市

60

20

能代山本広域市町村圏
組合（１市３町）

144 30

0.5

8.5

19.5

1

大潟村

2

図 52 ごみ処理施設（稼働中施設）の広域整備状況（平成 19 年３月末現在） 
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表 57 市町村における分別収集の取組状況 
平成１９年３月現在

製容器包装 白色トレイ

実施市町村数 22 23 21 22 0 2 3

全市町村に対
する実施率 88.0% 92.0% 84.0% 88.0% 0.0% 8.0% 12.0%

人口カバー率 93.5% 94.1% 86.3% 93.1% 0.0% 7.5% 4.0%

実施市町村数 25 25 5 22

全市町村に対
する実施率 100.0% 100.0% 20.0% 88.0%

人口カバー率 100.0% 100.0% 12.9% 68.4%

その他のプラスチック

スチール缶 アルミ缶

　　　　　区分

 項目

分別収集及び再商品化対象の容器包装廃棄物

分別収集対象の容器包装廃棄物

無色のガラ
ス製容器・

茶色のガラ
ス製容器・

その他のガ
ラス製容器

ペットボトル

紙パック 段ボール

　　　　　区分

 項目

その他の紙
製容器包装

 
 

表 58 資源化等を行う施設の整備状況 

管理者 施設名
使用
開始

処理施設
処理
能力
(ｔ/日)

鹿角広域行政組合 資源化センター H16
選別
圧縮梱包

8.5

北秋田市 クリーンリサイクルセンター H12
選別
圧縮梱包

4.7

能代市 能代市リサイクルセンター H11
選別
圧縮梱包

0.5

秋田市 秋田市リサイクルプラザ H11 選別、圧縮 74

潟上市 ペットボトルプレス設備 H14 圧縮梱包 1

由利本荘市 第２事業所リサイクル施設 H13
選別
圧縮梱包

12

由利本荘市 矢島鳥海清掃センター H11
選別
圧縮梱包

9

にかほ市 リサイクル施設 H6
選別
圧縮梱包

2

大仙美郷環境
事業組合

リサイクルプラザ H15
選別
圧縮梱包

45

横手市 東部リサイクル工場 H3 選別 20

横手市 ペットボトル等処理センター H12 圧縮梱包 2
湯沢雄勝広域
市町村圏組合

リサイクルプラザ H9
選別
圧縮梱包

10  
 

（２）し尿処理 

平成 17 年度のし尿処理の状況は、図 53、

図 54 及び図 55 のとおりであり、し尿処理施

設における処理費用は約 70 億円となってい

ます。 

水洗化率は、65.1％であり、流域下水道、

公共下水道及び浄化槽の普及により年々増加

傾向にあります。また、市町村及び一部事務

組合が設置しているし尿処理施設は図 56 の

とおり 20 施設、1,645kl/日の規模を有し、

収集量は 1,408kl/日となっています。 

市町村等においては、現有施設の維持管理

の徹底、老朽化に伴う施設の更新又は増補改

良、建設費やランニングコストの低減、ある

いは処理方式の高度化等について検討し、長

期的観点に立って、計画的に施設の整備を行

う必要があります。 

平成 18 年度の浄化槽の設置基数について

は、表 59 のとおり 64,126 基となっていま

す。 

単独処理と合併処理の割合は各々56.7％、

43.3％であり、合併処理の比率が年々高まっ

ています。 

 

表 59 浄化槽設置基数の状況 

設置基数 構成比率
単独 39,820 58.4%
合併 28,407 41.6%
計 68,227 100.0%

単独 36,381 56.7%
合併 27,745 43.3%
計 64,126 100.0%

17
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図 53 し尿処理の状況 
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図 54 水洗化率の推移 
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人口状況（単位：人） 処理系統（単位：kl／年）

① ② ④ 収集量

(A)
処 水 公　 共 　し　尿 336,831

理 洗 下水道 合　計 513,984

区 化 人　 口 (B)
域 人 　浄化槽汚泥 177,153

内 口 470,391
人

口 ⑤ ⑥ (C) し　尿 0 計

単独処理 　自家処理 浄化槽汚泥 0 0

755,654 浄化槽人口 127,606
処理方法

285,263 ⑦

合併処理 (D) し　尿 0 計

157,657 　下水道投入 浄化槽汚泥 0 0

③ ⑧

(E) し　尿 0 計

非 計 　農村還元 浄化槽汚泥 0 0

水 画

洗 収 (F) し　尿 0 計

化 集 　海洋投入 浄化槽汚泥 0 0

人 人

口 口 (G) し　尿 0 計

　その他 浄化槽汚泥 0 0

405,804

(H) し　尿 336,831 計

1,161,458 405,804 　し尿処理施設 浄化槽汚泥 177,153 513,984

⑨ 合　計 513,984

自家処理人口

0   

単位：ｋｌ

項　　　　　目 値 算　定　式

水洗化率 65.1% ②／①

公共下水道水洗化率 40.5% ④／①
浄化槽水洗化率 24.6% ⑤／①

合併処理浄化槽水洗化率 13.6% ⑦／①

非水洗化率 34.9% ③／①

計画収集率 100.0% ⑧／③
自家処理率 0.0% ⑨／①

処理率 100.0% ⑧／③
汚水衛生処理率 54.1% （④＋⑦）／①

自家処理率（非水洗化人口当たり） 0.0% ⑨／③
し尿収集量 336,831 Ａ
収集量合計 513,984 Ａ＋Ｂ

排出量合計 513,984 Ａ＋Ｂ＋Ｃ
処理量 513,984 D+E+F+G+H

１日当たり収集量 1,408 （Ａ＋Ｂ）／365

１日当たり排出量 1,408 (A+B+C)/365
１人１日当たりのし尿収集量

（㍑／日・人） 2.27 A/⑧/365

浄化槽汚泥を含む１人１日当

たり収集量（㍑／日・人） 3.47 (A+B)/⑧/365

処理経費（千円） 7,032,461

１kl当たりの処理経費
（円／kl） 13,682 処理経費/(A+B)

＊端数は四捨五入で計算  
資料：平成１7 年度一般廃棄物処理事業実態調査 

 

図 55 し尿の処理状況 
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秋田市

五城目町

大潟村

男鹿地区衛生
一部事務組合
（２市）※

八郎潟町・井川町
衛生処理施設組合

横手市

大館市

仙北市

鹿角広域行政組合
（１市１町）

90

160

北秋田市周辺衛生施設
組合（２市１町１村）※

能代山本広域市町村圏
組合（１市２町）

100

120

20

五城目町

潟上市

10 13

15

100

200

5040

大仙美郷環境事業
組合（１市１町）

70100

本荘由利広域市町村
圏組合（２市）

50 70 100 55 122

湯沢雄勝広域市町村圏
組合（１市１町１村）

160

 

           ※旧二ツ井町分は北秋田市周辺衛生組合で処理されている。 

※旧天王町分は男鹿地区衛生一部事務組合で処理されている。 

図 56 し尿処理施設の広域処理整備状況（平成 19 年３月末現在） 
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２ 産業廃棄物の現況 

平成 17 年度の産業廃棄物処理施設及び処

理実績は表 60に示すとおりです。 

 

表 60 産業廃棄物処理施設数及び処理実績 

（法許可対象施設）   （平成 17年度） 

計 県 市 計 県 市

汚泥の脱水施設 59 36 23 309,348 104,904 204,444

汚泥の乾燥施設（機械） 4 1 3 16,815 16,815 0

汚泥の乾燥施設（天日） 2 1 1 44,454 525 43,929

汚泥の焼却施設 6 4 2 43,698 13,972 29,726

廃油の油水分離施設 3 3 0 6,492 6,492 0

廃油の焼却施設 2 1 1 5,593 1,533 4,060

廃酸・廃アルカリの中和処理施設 3 3 0 4,577 4,577 0

廃プラスチック類の破砕施設 15 11 4 18,471 10,214 8,257

廃プラスチック類の焼却施設 12 11 1 15,431 11,843 3,588

木くず又はがれき類の破砕施設 153 116 37 1,032,881 791,059 241,822

コンクリート固形化施設 1 1 0 2,558 2,558 0

水銀を含む汚泥のばい焼施設 0 0 0 0 0 0

シアンの分解施設 1 0 1 25 25 0

焼却施設(汚泥･廃油･廃プラ除く) 20 17 3 93,322 88,795 4,527

中間処理計 281 205 76 1,593,665 1,053,312 540,353

安定型処分場 7 3 4 70,520 5,424 65,096

管理型処分場 11 8 3 603,837 564,913 38,924

最終処分計 18 11 7 674,357 570,337 104,020

処　理　量施　設　数区
分

最
終
処
分

中
間
処
理

施設の種類

 
 

中間処理では 159.4 万トン処理されてい

ますが、このうち木くずや廃コンクリート

などのがれき類をリサイクルする破砕施設

は 153 施設と中間処理施設の 54.4％を占め、

その処理量も 103.3 万トンと中間処理量全

体の 64.8％を占めており、県内産業廃棄物

のリサイクル率の向上に大きく寄与してい

ます。また、焼却施設も合計で 40 施設が設

置されており、産業廃棄物の減量化に貢献

しています。 

中間処理実績については平成 16 年度に比

べ 9.7 万トン減少していますが、平成８年度

以降は処理業者による処理量が全体の７割を

超える状況にあり、県内で発生する産業廃棄

物の中間処理は、処理業者に大きく依存して

いる状況にあります。 

最終処分については、安定型処分場で 7.1

万トン、管理型処分場で 88.2 万トン、合計

で 95.3 万トンが埋立処分されています。こ

のうち、事業者の自社処分量が 65.8 万トン

と、総埋立量の 69.0％を占めています。 

近年の最終処分量は、おおむね横ばい傾向

にあり、また、事業者の自社処分や秋田県環

境保全センターでの処分が多いことから、処

理業者による処理量は最終処分量全体の

20％程度にとどまっています。 

全国的に最終処分場がひっ迫している状況

にありますが、本県では、昭和 51年 10 月に

秋田県環境保全センターを設置しています。

現在供用中のＣ区処分場は平成 19 年度中に

使用が終了すると見込まれるため、平成 15

年度からＤ区処分場の整備に着手し、平成

18 年 10 月から供用開始しています。表 61

は環境保全センターにおける平成 18 年度の

種類別処理量を示したものですが、その最終

処分量は、事業者の自社処分量を除く県内埋

立処分量の４割近くを占めており、県内事業

所の産業廃棄物処理に大きな役割を果たして

います。 

 

表 61 秋田県環境保全センター処理実績 

（平成 18年度） 

（単位：ｔ／年）

種類 処理量 種類 処理量

燃えがら 10,593 ガラス･陶磁器くず 39,492

無機汚泥 12,453 紙くず 1,442

鉱さい 5,280 木くず 10,565

がれき類 54,310 繊維くず 1,626

ばいじん 150 廃プラスチック類 7,549

有機汚泥 8,430 発泡スチロール 51

金属くず 3,655 合計 155,596  
過去５年間の県内における産業廃棄物の処

理実績の推移について中間処理と最終処分の

別にそれぞれ表 62と表 63 に、また、そのう

ち県外からの搬入物に係る推移を表 64 に示

しています。 

 

表 62 産業廃棄物中間処理実績 

区分／年度 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年

事業者 219,039 214,656 167,056 168,040 335,416

(内秋田市分) 88,781 73,629 51,554 54,929 228,329

処理業者 1,187,176 1,304,326 1,400,232 1,490,124 1,209,536

(内秋田市分) 298,682 332,534 274,149 437,862 263,441

公共 5,814 6,106 34,729 33,024 49,108

(内秋田市分) 5,278 5,586 34,174 32,319 48,583

合　　　計 1,412,029 1,525,088 1,602,017 1,691,188 1,594,060

(内秋田市分) 392,741 411,749 359,877 525,110 540,353

（単位：ｔ／年）
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表 63 産業廃棄物最終処分実績 

区分／年度 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年

事業者 331,854 345,862 340,583 309,998 379,556

(内秋田市分) 2,613 2,200 2,218 2,750 3,530

処理業者 143,509 154,905 165,641 167,760 184,055

(内秋田市分) 57,657 55,646 83,597 79,109 100,490

公共 125,669 112,177 122,078 111,114 110,746

(内秋田市分) 0 0 0 0 0

合　　　計 601,032 612,944 628,302 588,872 674,357

(内秋田市分) 60,270 57,846 85,815 81,859 104,020

鉱山保安法適用分 335,011 260,012 326,532 237,485 278,492

(内秋田市分) － － － － －

再　合　計 936,043 872,956 954,834 826,357 952,849

(内秋田市分) 60,270 57,846 85,815 81,859 104,020

（単位：ｔ／年）

 

 

表 64 県外から搬入される産業廃棄物の処理実績 

区分／年度 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年

中間処理 94,245 154,453 145,427 162,884 181,095

(内秋田市分) 1,425 23,711 19,860 17,654 30,197

最終処分 27,039 37,980 35,730 34,703 19,881

(内秋田市分) 8,564 22,927 23,584 24,329 9,387

合　　　計 121,284 192,433 181,157 197,587 200,976

(内秋田市分) 9,989 46,638 43,444 41,983 39,584

（単位：ｔ／年）

 

 

県外産業廃棄物については、平成 16 年１

月から県外産業廃棄物の適正な処理促進を目

的とした「県外産業廃棄物の搬入に係る事前

協議等に関する条例」を施行しています。 

平成 18 年度の搬入状況は、中間処理目的

が 18.1 万トン、最終処分目的が 2.0 万トン

の合計 20.1 万トンで、中間処理は前年より

増加していますが、最終処分は年々減少傾向

にあります。 

なお、中間処理で増加した 1.8 万トンのう

ち、リサイクル目的を中心とした搬入は約４

割となっています。 

県外産業廃棄物の搬入量については、引き

続き「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議

等に関する条例」に基づき、事前協議を行う

ことなどにより、適正処理の確保を図るとと

もに搬入量の抑制にもつながるよう努めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

３ 廃棄物処理対策 

（１）一般廃棄物の処理対策 

循環型社会の構築に向けた普及啓発の取組

については、地域実践活動に重点を置いた住

民参加型のごみゼロあきた推進事業を広く展

開しています。 

一般廃棄物処理については、全般的に処理

施設の老朽化、処理能力の低下等が見られる

ことから、構造基準や維持管理基準への適合

状況について監視指導を強化するとともに、

維持管理の徹底と自主管理体制の強化、施設

の計画的な整備について指導しています。 

焼却施設については、ダイオキシン類の発

生抑制のため、ごみの徹底した減量化・リサ

イクルを推進するとともに、平成 11 年３月

に策定した「秋田県ごみ処理広域化計画」に

基づき、図 57 のとおり県内を 10ブロックに

分割して、計画策定時 23 の施設を原則とし

て全連続運転できる高度な排ガス処理設備を

備えた 11 施設に集約することとし、平成 29

年頃までには広域化計画を完了することとし

ています。 

最終処分場の維持管理については、市町村

等施設の管理者に対し、地下水等の検査の確

実な実施、検査実施後の結果報告等について

指示するとともに、水質検査等の維持管理基

準を遵守するよう指導しています。 

し尿処理施設については、老朽化や能力低

下に対応した新設や改造を指導するとともに、

単にし尿の処理のみならず汚泥の堆肥化等再

生利用を促進します。合併処理浄化槽につい

ては、生活排水対策として下水道等と並んで

有効な手段であることから、国では昭和 62

年から補助事業を行っており、県でも平成３

年に県費補助制度を創設し、市町村に対して

普及促進を図るよう働きかけています。 
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（２）産業廃棄物の処理対策 

産業廃棄物については、排出事業者や処理

業者の適正処理に対する認識の低さにより不

法投棄や不適正な処理が行われ、県民の不信

感や不安感を招いているため、監視体制の強

化と排出事業者や処理業者に対する指導の徹

底を図ります。 

特に、不法投棄の防止を図るため、平成６

年２月に県警察本部、海上保安部、(社)秋田

県産業廃棄物協会等と設置した「秋田県廃棄

物不適正処理防止対策等連絡協議会」を通じ

て関係機関との連携を図るとともに、平成

12 年度からは、県、県警察本部及び海上保

安部による合同のスカイパトロールを実施し

ています。また、平成 13 年６月には、８保

健所に 16 名の「廃棄物不法投棄監視員」を

配置し、監視体制を強化しました。平成 15

年には、新たに事業所への立入調査権を付与

した「環境監視員」に改め、人員 22 名、監

視日数 72日と増やし、さらに、平成 16年か

らは、専用の監視車を配置し、人員 28 名、

監視日数 96 日とするなど、監視体制の大幅

強化を図っています。 

一方、産業廃棄物の排出の抑制、減量化、

再生利用は、最終処分場の延命化にとどまら

ず、自然環境の保全を図る上からも重要な課

題であることから、事業者が排出の抑制を進

めながら産業廃棄物の処理技術の向上と研究

開発に積極的に取り組むことを促進し、環境

に対する負荷の軽減を図ります。 

また、産業廃棄物処理施設は、迷惑施設と

して受け取られており、新たな設置が困難に

なっていますが、住民の理解を得ながら円滑

に設置されるよう「廃棄物処理施設の設置及

び維持管理に関する指導要綱」に基づき、引

き続き指導することとしています。 

広域連携については、平成 12年 10 月に開

催された北東北知事サミットの合意に基づき、

平成 13 年３月に第１次合意として「広域的

な産業廃棄物対策を推進するための体制整

備」、「三県連携した産業廃棄物不適正処理の

監視指導」及び「災害廃棄物等に備えた県境

を越えた広域的な処理体制の構築」について

合意し、平成 13 年４月に３県が連携した監

視体制の整備のため「北東北広域産業廃棄物

対策連絡協議会」を設置するとともに、３県

連携によるスカイパトロールなどを実施しま

した。また、平成 13 年８月には第２次合意

として「県境地域における不法投棄等情報ネ

ットワークの構築」及び「不法投棄等に関す

る隣県の業者、施設等への立入調査等の連

携」について合意し、県境地域での不法投棄

等を監視するため、各県関係機関による合同

パトロールなどを実施しました。さらに、平

成 14 年８月に開催された第６回北海道・北

東北知事サミットにおいて、これまでの規制

的手法に加えて、新たに経済的手法を活用し

た産業廃棄物対策を進めることで北東北３県

が合意し、共同歩調により各県において産業

廃棄物税条例と環境保全協力金の納入を盛り

込んだ県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議

等に関する条例を制定しています。 

能代産業廃棄物処理センターの環境保全対

策については、特定支障除去等事業実施計画

を策定し、平成 17 年２月から同計画に基づ

き国の財政支援を受けながら、汚水処理等の

維持管理、遮水壁の設置等の汚染拡散防止、

キャッピング等の場内雨水対策等の環境保全

対策事業を行っています。また、関連調査事

業である初期の処分場の調査については、平

成 17 年度の「非破壊調査」の結果を基に、

平成 18 年度に「ボーリング調査」及び「重

機試掘調査」を実施しています。さらに、こ

れらの調査結果等を踏まえて同センターの元

経営者に対して、埋立処分が確認された廃油

入りドラム缶等の撤去等の措置を命じていま

す。 

なお、埋立が終了した最終処分場の適正な

維持管理を確保するため、平成 10 年６月の

廃棄物処理法の改正により導入された維持管
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理積立金制度を既設施設にも適用すること等

について、国に要望してきましたが、平成

17 年５月の同法改正により、既設施設につ

いても平成 18 年４月１日以降は同制度が適

用されることとなりました。

能代産業廃棄物処理センターに係る特定支障除去等事業の概要

・汚水処理、滲出水回収の継続実施
汚水処理等の維持管理対策○

・水処理施設の改良 等

・遮水壁の設置
汚染拡散防止対策○

・揚水井戸の増設 等

・キャッピング等の実施
場内雨水対策○

・雨水調整池の整備 等

○ ・周辺環境の水質・底質調査等環境モニタリング事業

・非破壊調査、ボーリング調査、
処分場調査（関連調査事業）○

重機試掘調査

（３）監視指導の状況 

廃棄物処理法は廃棄物の処理・処分や施設

の維持管理などについて基準を定めています。

県では、事業者や処理業者がこれらの基準を

遵守するよう、重点的、計画的に監視指導を

実施しており、平成 18 年度の実施状況は表

65のとおりです。 

 

表 65 平成 18 年度廃棄物関係監視指導状況 

　　　　　　　項目

 施設 口頭 文書

10 0 0

11 1 0

18 1 0

34 3 0

73 5 0

医療廃棄物排出事業所 61 15 0

特定有害産廃排出事業所 82 1 1

ＰＣＢ機器等保管事業所 41 4 0

その他の事業所 56 2 0

411 26 3

事業者及び公共 27 1 0

処分業者 293 42 6

0 0 0

54 12 3

1025 103 13

236 6 4

49 1 0

285 7 4

156 34 9

1539 149 26

（注）秋田市分を除く

ごみ処理施設

埋立処分場

その他の施設等

不法投棄監視

一
般
廃
棄
物

産業廃棄物排出事業所

特別管理産業廃
棄物排出事業所

小計

し尿処理施設

合計

小計

小計

浄化槽保守点検業者

浄化槽

産
業
廃
棄
物

再生利用業の再生利用施設

産業廃棄物収集運搬業者

処理施設

浄
化
槽

分
類

監視指導件数

監視
件数

指導件数

 

 

また県では、産業廃棄物の保管、収集運搬、

処分や一般廃棄物及び産業廃棄物の処理施設

がこれらの基準に適合していない場合、その

処理を行なった者や処理施設の設置者に対し

て、改善命令、措置命令や処理業の停止、処

理施設の使用停止等の行政処分を行いますが、

その状況は表 66のとおりです。 

 

表 66 行政処分の状況 

内容　/　年度 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

改善命令 5 4 2 2

措置命令 1

処理業の停止 1 1

処理業の許可取消 4 2 3 1 3

処理施設の使用停止

処理施設の許可取消 10

不許可処分 5

合計 9 7 21 3 4  
 

なお、一般廃棄物の保管や収集運搬、処分

に係る行政処分は市町村の権限となっていま

すが、県でも協力・連携しながら適正処理の

確保に努めています。
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本荘市・由利郡

湯沢市・雄勝郡

120t/日
２→１
84千人

県計

１，６９８t/日
２３→１１施設
１，２０６千人

ブロック名

処理能力
施 設 数
管内人口

200t/日
３→１
125千人

150t/日
３→１
111千人

横手市・平鹿郡

大曲市・仙北郡

154t/日
２→１
159千人

秋田市・河辺郡

600t/日
２→２
334千人

男鹿市・南秋田郡

120t/日
５→１
105千人

144t/日
３→１
105千人

能代市・山本郡

大　　館
鹿　　角

鷹巣・阿仁

90t/日
１→１
88千人

60t/日
１→１
47千人

60t/日
１→１
48千人

※管内人口は、平成９年１０月１日現在  

 

図 57 秋田県ごみ処理広域化計画（10 ブロック） 
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４ 産業廃棄物税条例と県外産業廃棄物の搬

入に係る事前協議等に関する条例 

本県においては、これまでの大量生産、大

量消費、大量廃棄型の社会経済システムやラ

イフスタイルを見直し、環境への負荷の少な

い循環を基調とした持続可能な社会を構築す

るため、「第２次秋田県廃棄物処理計画」を

策定し、産業廃棄物の最終処分量を平成 11

年度から平成 22 年度までに半減させる目標

などを定めています。 

こうした目標を達成し、循環型社会を構築

するためには、これまでの規制的手法に加え

て、市場原理を活用した経済的手法が有効で

あるとの観点から、産業廃棄物の排出に一定

の経済的負担を求めることにより廃棄物の発

生を抑制し、減量化やリサイクルを促進する

ための「産業廃棄物税条例」と、県外産業廃

棄物の適正処理を一層促進するための「県外

産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する

条例」を平成 14 年 12 月に制定し、平成 16

年１月から施行しています。 

（１）産業廃棄物税制度 

「産業廃棄物税条例」に基づく産業廃棄物

税制度は、本県の生活環境を保全するため、

産業廃棄物の発生の抑制、減量化、そしてリ

サイクルなどの適正な処理促進に関する施策

の費用に充てることを目的とし、産業廃棄物

を最終処分場に搬入する場合に、産業廃棄物

を排出した事業者の方に税を負担していただ

くこととしています。 

税率は、最終処分場に搬入される産業廃棄

物の重量１トンにつき 1,000 円であり、最終

処分場の経営者などが県の代わりに搬入量に

応じた税を徴収し、申告納入します。 

 

（２）事前協議・環境保全協力金制度 

「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等

に関する条例」に基づく事前協議・環境保全

協力金制度は、県外で発生した産業廃棄物を

県内で処分するための搬入について、事前協

議制度を設けるとともに、その処分や環境保

全協力金に関する協定を定めることにより、

産業廃棄物の適正処理を促進し、生活環境の

保全を図ることを目的としています。 

県外で発生した産業廃棄物を排出した事業

者は、県内で処分するために搬入する産業廃

棄物の種類・数量などについて、あらかじめ

県と協議を行い、協定を締結していただくこ

ととしていますが、協定の主な内容は、事前

協議の内容に基づき産業廃棄物の適正処理を

行うこと、また、県内に搬入される産業廃棄

物の重量１トンにつき、最終処分を目的とす

る場合は 500 円、中間処理を目的とする場合

は 200 円、リサイクルを目的とする場合は

50 円の環境保全協力金を納入することです。 

 

（３）産廃税及び環境保全協力金を財源とし

た事業 

平成 18 年度においては、秋田県認定リサ

イクル製品の普及拡大やリサイクル施設の整

備、産業廃棄物の適正処理、産業廃棄物の発

生抑制、減量化、リサイクル等の促進のため

の研究開発や普及啓発などの事業に充当して

います。
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産業廃棄物税と環境保全協力金の関係 
 

県外で発生する産業廃棄物

秋田県内

　　　　　　　最　　終　　処　　分　　場

(1)最終処分場に直接

搬入する場合

(2)中間処理施設に搬

入する場合

中間処理施設

(3)リサイクル関連施

設に搬入する場合

リサイクル関連施設

環境保全協力金

　　　　200 円

環境保全協力金

　 　　　50 円

中間処理施設

　　（リサイクル関連施設を含む）

　　　県内で発生する産業廃棄物

産廃税

1,000 円

産廃税　1,000 円

※　県内で発生する産業廃棄物については、最終処分場

に搬入する場合のみに産廃税が課税される。

環境保全協力金

　　　　500 円

環境保全協力金

産業廃棄物税
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５ 秋田県認定リサイクル製品の利用拡大 

（１）秋田県リサイクル製品認定制度 

県内のリサイクル産業の育成並びに資源の

循環的な利用及び廃棄物の減量化を図り、循

環型社会の形成に資することを目的として、

「秋田県リサイクル製品の認定及び利用の推

進に関する条例」が平成 16 年３月に制定さ

れ、同年４月から施行されています。 

この条例に基づき、平成 18 年度までに、

「溶融スラグ入りコンクリート製品」や「植

栽基盤材」など、52 事業者の 178 製品を認

定しています。 
また、県では認定リサイクル製品の優先調

達に努めており、平成 18 年度の県の公共事

業では「溶融スラグ入りコンクリート製品」

など 82製品、約６億 19百万円を利用してい

ます。これは、平成 17 年度の調達額と比較

して約３倍の大幅な伸びとなりました。 

 
 
◎認定製品数と認定事業者数の推移 

 
 
 
◎県調達額の推移 
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（２）秋田県認定リサイクル製品普及モデル

事業 

認定リサイクル製品を県有施設の整備にお

いて、積極的に利用することで、認定事業者

の市場開拓や販路拡大につながる施工機会を

提供しています。 
また、県民の方々に、認定リサイクル製品

への理解を深めていただくため、説明看板を

設置し、認定製品のＰＲに努めています。

 

 

大館市・少年自然の家 

（木質系舗装、溶融スラグ入りプレキャストコンク

リート製品等） 

 

 

北秋田市・県立北欧の杜公園 

（モニュメント：加圧注入木材） 

 

 

秋田市・県立小泉潟公園 

（木質系舗装） 

 

 

 

秋田市・向浜運動公園 

（あずまや：再生有機系建材） 

 

 

 

にかほ市・三崎公園 

（柵：再生有機系建材） 

 

 

湯沢市・国道 108 号線 

（大型看板：加圧注入木材） 
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６ 秋田県北部エコタウン計画の推進 

本県では、県北地域に廃棄物を原料とする

新しいリサイクル産業を創出して、環境と調

和したまちづくりを進めることを目的とした

「秋田県北部エコタウン計画」に取り組んで

います。 

計画の推進にあたっては、環境関連施策と

整合性をとりながら、 

①廃棄物の発生抑制・減量化と再資源化 

②鉱業関連基盤を活用した新しい産業の創出 

③地域産業の連携による資源循環型産業の創

出 

④新エネルギー産業の導入 

等の施策を展開し、「豊かな自然と共生する

環境調和型社会の形成」を目指しています。 

当地域は、長年、鉱業で培われた、選鉱製

錬技術・人材・施設を有しているほか、環境

浄化用素材として活用可能な天然ゼオライト、

珪藻土などの天然鉱物資源が大量に賦存して

いる地域でもあります。 

また、古くから基幹産業として発展してき

た木材産業や農業からは廃木材・農業用廃プ

ラスチックなどが、さらには能代石炭火力発

電所からは石炭灰が恒常的に発生しており、

木材高度加工研究所や金属鉱業研修技術セン

ターなどの試験研究機関により、その活用策

が検討されてきたところです。 

こうしたなかで、エコタウンのハード事業

では、優れた鉱業関連基盤を活用したものと

して「家電リサイクル事業」や「リサイクル

製錬拠点形成事業」、廃プラスチックと廃木

材を活用した「廃プラスチック利用新建材製

造事業」、石炭灰と廃プラスチックを活用し

た「石炭灰・廃プラスチック活用二次製品製

造事業」が地域産業からの廃棄物を活用した

ものとしてそれぞれ稼働しております。 

今後もこの計画をより一層推進していくと

ともにその成果を県中央や県南地域に波及さ

せ、廃棄物等の有効活用や再資源化を積極的

に進めていくこととしています。 

 

小坂製錬(株) 

（平成14年５月稼働開始） 

「リサイクル製錬拠点形成事業」 

 

 

 

 

秋田ウッド(株) 

（平成 16 年３月操業開始） 

「廃プラスチック利用新建材製造事業」 

 

 

 

 

秋田エコプラッシュ(株) 

（平成 18 年４月操業開始） 

「石炭灰・廃プラスチック活用二次製品製造事業」 
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第６節 公害紛争の処理及び環境事犯の取

締り 

１ 公害に関する苦情 

（１）公害苦情の概要 

平成 18 年度に県及び市町村が新規に受付

した公害苦情件数は 505 件で、平成 17 年度

より 125 件（32.9％）増加しました。 

公害苦情件数を典型７公害（大気汚染、

水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、

悪臭）に係るものと典型７公害以外（廃棄物

投棄、その他）に係るものとに分けてみると、

典型７公害の苦情は 377 件で前年度に比べて

86 件（29.6％）増加しました。また、典型

７公害以外の苦情は 128 件で前年度に比べて

39 件（43.8％）増加しました（図 58）。 
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典型７公害以外
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振動
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大気汚染

水質汚濁

 
図 58 公害苦情の種類別件数の推移 

 

（２）種類別公害苦情件数 

典型７公害の苦情件数を種類別にみると、

成 18 年度は大気汚染が 132 件（典型７公害

苦情件数の 35.0％）と最も多く、次いで悪

臭が 101 件（同 26.8％）、水質が 67 件（同

17.8％）、騒音が 61 件(同 16.2％)、土壌汚

染が９件（同 2.4%）、振動が７件（同

1.9％）となっています。 

典型７公害以外の苦情件数を種類別にみ

ると、平成 18 年度は廃棄物投棄が 69 件（典

型７公害以外の苦情件数の 53.9％)と最も多

くなっています（図 59）。 

 

 

土壌汚染
2.4％
9件

悪臭
26.8%
101件

振動
1.9%
7件

騒音
16.2%
61件

水質汚濁
17.8%
67件

大気汚染
35.0%
132件

典型７公害
３７７件
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その他
46.1%
59件

廃棄物
投棄
　53.9%
　69件

典型７公害
以外の公害

１２８件

 

図 59 公害苦情件数内訳（平成 18 年度） 

 
（３）発生源別公害苦情件数 

苦情件数を発生源別にみると、平成 18 年

度は焼却（野焼き）111 件（全公害苦情件数

の 22.0％）、その他の 79 件（同 15.6％）、流

出・漏洩 41 件（同 8.1％）などが多くなっ

ています。 

また、会社、事業所における典型７公害

に係る苦情と発生源の関係では、大気汚染に

ついては製造業が、騒音については建設業が、

原因の多くを占める傾向が見られます（表

67）。 

 

 

表 67 種類・発生源別苦情件数（平成 18 年度） 

 　　　　　　　　公害の種類

発生源業種
大気
汚染

水質
汚濁

騒音 振動 悪臭
土壌
汚染

小計
廃棄物
投棄

その他 小計

農業 4 2 0 0 12 0 18 2 1 3 21

林業 2 1 0 0 0 0 3 2 0 2 5

漁業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鉱業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

建設業 9 0 15 3 1 3 31 5 6 11 42

製造業 13 8 7 2 9 0 39 2 2 4 43

電気･ガス･熱供給･水道業 0 1 2 0 0 0 3 1 0 1 4

情報通信業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運輸業 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 3

卸売・小売業 3 1 2 0 1 0 7 1 1 2 9

金融・保険業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

不動産業 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 3

飲食店・宿泊業 0 2 2 0 9 0 13 0 1 1 14

医療・福祉 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3

教育・学習支援業 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2

複合サービス事業 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2

サービス業 8 3 6 0 4 0 21 2 4 6 27

公務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

分類不能の産業 1 2 1 0 1 0 5 0 0 0 5

合計 42 21 41 5 39 3 151 16 16 32 183

典型７公害
典型７公害
以外の公害

合計

 

※発生源が「会社・事業所」の苦情が対象 

（４）公害苦情の処理状況 

公害苦情の処理については、現地調査等に

より、発生源に対して公害防止施設の設置及

び改善、原因物質の撤去・回収・除去等の措

置を講じさせるなどして、その解決に努めて

います。 

平成 18 年度の苦情の処理率（受付した苦

情から他へ移送された苦情件数を除いた件数

のうち、直接処理された苦情件数の割合）は

87.6％でした（表 68） 

 

表 68 公害苦情処理状況（平成 18 年度） 

新規受付
前年度

から繰越
直接処理 他へ移送 その他

翌年度
繰越

505 10 430 24 52 9

受付件数 処理件数

（単位：件）

 

 

（５）公害苦情相談員の設置状況 

県及び市町付において公害苦情処理に関す

る事務を担当する公害苦情相談員等の設置状

況は表 69 のとおりです。 

 

表 69 公害苦情相談員の設置状況（平成 18 年度） 

専任 兼任 専任 兼任

市町村 １人 １６人 ３人 ８８人 １０８人

県 ０人 １１人 ０人 ３４人 ４５人

合計 １人 ２７人 ３人 １２２人 １５３人

その他
合計区分

公害苦情相談員

 

(注)公害苦情相談員：公害紛争処理法（昭 45 法律 108）

第 49 条第２項の規定に基づき、知

事や市町村長が苦情の処理等の事務

を行わせるために置いている職員。 

 

（６）警察における公害苦情処理状況 

県内各警察署で受理した平成 18 年度の公

害苦情受理件数は 222 件で、前年より 79 件

減少しました。 

態様別では、例年騒音苦情が最も多く、平

成 18 年度の件数は 114 件で全体の約 51％を

占めており、次いで廃棄物 35 件、悪臭 32

件などとなっています。 
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騒音の発生源は、道路、広場等での人声や

車両音が最も多く、次いで個人住宅等での

人声音となっています。 

これらの公害苦情に対する処理状況は、警

告・指導が 155 件で全体の約 69％を占め、

その他は、行為者不明等の理由による措置

不能 36 件などとなっています。 

また、廃棄物に関する苦情のうち、悪質と

判断した３件は事件として検挙しました。 

公害苦情処理状況の内訳は表 70 のとおり

です。 

 

表 70 警察における公害苦情処理状況 

（平成 18 年度） 

態様別 大気 水質 土壌 廃棄 その H17
処理状況 汚染 汚濁 汚染 物　 他　 年度

話合い解決 1 2 3 5 -2
警告 1 12 98 7 20 14 3 155 238 -83
検挙 3 3 6 -3
措置不能 2 14 9 9 2 36 37 -1
検討中 1 2 3 6 -3
他機関通報 7 1 3 5 6 22 9 13

合計 1 21 1 114 7 32 35 11 222 301 -79
H17年度 3 10 6 231 8 12 26 5

増減 -2 11 -5 -117 -1 20 9 6

増減騒音 振動 悪臭 合計

 

 

２ 公害に関する紛争の処理 

公害に係る紛争については、民事訴訟によ

る司法的解決とは別に、紛争を迅速かつ適切

に解決するため公害紛争処理制度が設けられ

ています。 

昭和 45 年６月に制定された公害紛争処理

法に基づき、国においては公害等調整委員会

が裁定、あっせん、調停及び仲裁を行い、都

道府県においては公害審査会があっせん、調

停及び仲裁を行います。 

本県においては、昭和 45 年 11 月に秋田県

公害紛争処理条例が施行され、秋田県公害審

査会が設置されています。平成 18 年度は、

係属事件はありませんでした。 

 

３ 環境事犯の取締り 

（１）取締りの重点 

警察では、県民の生活環境を破壊し、日常

の生活と健康を脅かしている悪質な環境犯罪

を未然に防止するとともに、悪質な違反者を

摘発するため、 

特に 

① 廃棄物の不適正処理事犯 

② 自然環境を破壊する事犯 

③ 生活環境を侵害する事犯 

の違反に重点をおいて、強力な取締りを推進

しました。 

 

（２）事件検挙状況 

平成 18 年度の環境事犯に関する事件の検

挙総件数は 260 件で、前年と比較して 48 件

増加しました。 

そのうち、ゴミの不法投棄や不法焼却を禁

止している「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律違反」の検挙は 241 件あり、検挙総件数

に対する割合の約 92％を占めています。 

その他には、魚介類の不法採補を禁止した

「漁業法」、砂利の採取等による河川の形状

変更等を禁止した「河川法」、植物の不法採

取等を禁止した「自然公園法」等の違反を検

挙しました。 

平成 18 年度の検挙状況は表 71 のとおりで

す。 

 

表 71 環境事犯の検挙状況（平成 18 年度） 

廃棄物処理法違反 206 191 241

漁業法違反 6 11 11

河川法違反 1 3 5

森林法違反 3 5 2

自然公園法違反 1 1 1

砂防法違反 1 0

合計 217 212 260

　　　　　　　　　　年度

法令別

平成16年度

（件）

平成17年度

（件）

平成18年度

（件）

 


